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牛方式5分読コンパスﾄランシット 両面水準器／ミラー付

LS-25

しベ、トラコン

■コンパス測量はもとより、水準測定、

水平分度による測量と、トランシット

と同様の測定ができます。

■高感度の両面気泡管、鋭敏な磁針を

電磁誘導により迅速に静止させるイン

ダクションダンパー、糸切れの心配のな

い硝子焦点鏡等々ウシタカの測量器は

精度と機能をさらに理想に近づけました。

■望遠鏡'2倍、水平角分度遊標読5分

(ワンタッチ帰零)。望遠鏡気泡管両面

型5'/2リカミラー付。重量1.3k9
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●測定図面の縮尺と単位をセットすれば、面積値が直

読できます●累積値や平均値も自動算出●縦と横の縮

尺が異なる図面の面積も測定可能・独立した加減算用

メモリーを内蔵、例えばドーナッツ状の図形面積も簡

単に算出できます●測定には6種類(mm2、Cm2、m2、a、

ha、km2)の単位を任意に選べる他、ユーザー希望単位

として、a、ha、に替えて、in2，ft2，yd2、acre、mile2、

坪、の中から2種類を選べます。ユーザー希望単位は

出荷時までにお申しつけください●ポーラータイブの

ゼロ円補正は自動算出

へ

■デジプラン220LZ

誌名二意己入の_ヒカタログをお申しつけください

測定結果をデジタル表示。
徽織デジブラン220L&P

血ヰ方商会
〒146東京都大田区千鳥2-12-7
TEL.03(750)0242代表デジブラン220L抄

操作性を追求した
ウシカタの測量｡測定器。
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森林計画制度は，わが国森林・林業政策の基本をなすものであるが，近年の林業

をめぐる諸情勢のきびしさが深まるなかで，その制度のあり方等については論議の

あるところである。

従来，森林計画制度は，資源政策の基本として，森林・林業の技術的特性と森林

所有者の経営動向等を踏まえて，時々の森林・林業に対する社会経済的要請に対応

して，逐次整備拡充がなされてきた。

ここでは，森林計画制度の内容を明らかにするとともに，今日的な森林計画制度

の位置付けを試みるものである。

はじめに1

森林は，木材をはじめとする林産物を生産する経済的機能と，国土の保全，水資

源のかん養，自然環境の保全等の公益的機能を通じて国民経済および社会に深く結

びついている。

しかし，森林の生育ないし造成の期間は極めて長期であり，いったん森林の荒廃

がおきたときは，森林の有する諸機能を回復させることは容易なことではなく，山

崩れや風水害等の災害の原因ともなり，国民経済社会に多大な影響をもたらすこと

になる。

したがって，森林の有する諸機能を維持し増大させるためには，森林の状態およ

び森林に対する施業について合理的な整序を行うことが必要であり，総合的な長期

の計画性が要請されるのである。

現行の森林計画制度は，昭和26年に制定された森林法による森林計画制度を基

礎とし，その後，数次にわたる改正を経て，現在に至っている。

森林計画制度の沿革についてみると，昭和26年の森林法の改正による森林計画

制度は，戦中戦後の荒廃した森林を早急に回復させるため，旧法の施業案制度を廃

止して新たに森林基本計画（農林大臣）ー森林区施業計画（都道府県知事）－

森林区実施計画（都道府県知事）の三段階の計画体系をとることとなり，森林区実

施計画において，造林についての森林所有者の具体的な義務内容および伐採につい

ての当該森林区におけるその年の許可の数量的限度が定められた。これは，前述の

時代背景から国家公共の利益を確保するため必要な造林および伐採について法的に

義務づけ，それ以外は森林所有者に対して施業上の基準を示して，その自主的施業

森林計画制度

の沿革

2

*林野庁計画課を助長する制度として発足したのである。
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昭和30年代に入り，わが国経済の発展に伴い木材需要が増加し,木材価格が高騰

に転じたこと等により，造林事業が着実に進展する一方，伐採量は許容限度量をか

なり下回るようになったこと等を背景として，従来の伐採に対する一般的許可制に

よる規制措置は,むしろ森林生産力の増大に支障になるものと考えられ,昭和37年

の森林法の改正によって，保安林以外は伐採許可制を廃止して事前届出制にすると

ともに，国が強力な指導援助を行って森林所有者の自由な創意と工夫による林業生

産活動を促進するという観点から森林所有者等の森林施業上の指針および規範とし

ての｢全国森林計画」「地域森林計画｣および地域森林計画の一般的遵守義務規定,都

道府県知事による勧告制度等からなる現行の森林計画制度の体系が制度化された。

森林計画制度は，その後，昭和39年の林業基本法の制定に伴い「全国森林計画」

は｢森林資源に関する基本計画及び林産物の需給に関する長期見通し｣に即してたて

ることに改正され，昭和43年の森林法改正では，森林所有者が自主的にたて，知

事が認定する森林施業計画制度が新設された。この制度は，外材輸入の増加による

木材供給織造の変化，農山村からの労働力の流出等による林業生産活動の停滞傾向

を背景として，森林施業の計画化，合理化を図るためには，地域森林計画の一般的

遵守義務規定と都道府県知事による勧告制度等をその内容とする森林計画制度によ

るのみでは十分でないという認識から，地域森林計画に従った合理的かつ計画的施

業を個々の森林所有者の個別計画にまでおろす制度を創設し，これに従って行う森

林施業については相当の優遇措置を与える措置を講じ，計画の実行性確保を期待し

たものである。

昭和49年の林地開発許可制度が新たに規定された森林法の際は，①森林計画は

森林の有する公益的機能の維持増進に配慮して定めること，②全国森林計画をブ

ロック別に計画すること，③従来の属人の森林施業計画制度のほかに，小規模林

家の共同施薬の推進を助長し，森林施業の合理化を図るため，共同して合理的な森

林施業を行うことのできる団地内の森林を対象として，2人以上の森林所有者が共

同の森林施業計画をたてることができる団地共同森林施業計画制度を創設すること

などが追加された。そして，昭和58年には，適正な施業が行われない森林の増加

に対処するため，市町村による間伐，保育についての森林整備計画制度が創設され

たところである。

（1）地域森林計画制度

地域森林計画は，全国森林計画に即して，地域的な森林の特性に応じた森林の整

備目標を設定するとともに，具体的な森林施業上の指針，規範を明らかにするもの

である。地域森林計画は森林計画制度の内容を集約的に示すものであるので，以下

その内容について述べる。

計画事項の内容は，①森林施業上の指針を示すもの，②森林生産力の向上ない

し，国土の保全等公益的機能の発揮を確保するため，施業を特定すべき林分を示す

もの，③計画期間内の目標とする計画量を示すものの3つに区分できる。

①の森林施薬上の指針を示すものとしては,「森林の有する各機能について,特に

その機能を高度に発揮させる必要のある森林の目標とする森林椛成の基準等」「樹

3

3

森林計画制

度の内容
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種別の立木の標準伐期齢」「造林すべき樹種及び品種」「伐採跡地の更新すべき期

間」「間伐・保育等の標準的な方法」「土地の形質の変更に当たって留意すべき事

項」「標準伐期齢の基礎たる立木の適正伐期齢」等があり，森林施業を進めるうえ

で，当該森林計画区の施業基準としての性格をもっている。

次に②の施業を特定すべき林分は，表･1に示すように,10項目について定めら

れている。

表･1施業特定林分

○幼齢林等の理由により主伐を見合わせるべき林分
○更新を確保するため伐採方法を特定する必要のある林分
○股地，林地または道路その他の施設の保全のため伐採方法を特定する必要のある林分
○老齢過熟林等の理由により伐採を促進すべき林分
○未立木地等で寒害，風水害等を防止するために人工造林をする必要のある林分
○林地を改良する必要のある林分

○林地の保全のため林産物の搬出方法を特定する必要のある林分
○更新を確保するため林産物の搬出方法を特定する必要のある林分
○自然潔境の保全及び形成並びに保健休養のため伐採方法を定める必要のある林分
○生活斑境の保全及び形成のため伐採方法を定める必要のある林分

これらの計画事項は，公益的見地等より森林施業の基準を示し，これに従った施

業を確保する見地から，森林所有者等に対する勧告制度が設けられており，森林計

画制度を梢成する重要な仕組の1つをなすものである。

③の計画期間内の目標とする計画量は，「伐採立木材積」「造林面積｣｢間伐立木材

積」「林道開設・拡張量」「保安林等の数量」等が定められている。いずれも全国森

林計画に定められた計画量の各都道府県別割振り量を基準として，地域の実態等を

勘案し定められている。特に伐採材積，造林面積は，計画期間中に実施されること

が望ましい量として定められているものであり，その達成は，基本的には森林所有

者等の自主的な活動に依拠するものであるが，この計画量を基準として現状を把握

し，必要な政策努力を行うものとして位置付けられる。

②森林計画の達成上の措置等

個々の森林所有者が地域森林計画に従い，適切な森林施業等を行わせしめるため

の制度上の手段としては，保安林等で制限を受けているものは別として，森林法

上，「伐採の届出」「開発行為の許可及び許可に係る監督処分」「伐採の計画の変更

命令及び遵守命令」「地域森林計画の遵守義務」「施業の勧告」等が規定されてい

る。そのほかに，地域森林計画の達成に資する制度として，前述の森林施業計画制

度および森林整備計画制度がある。

森林計画の有効な実施を図るため，制度運用に当たっては，制度上の処分等に至

る前に，指導と援助を行うことを基本としている。指導としては計画事項の周知徹

底，個別経営に対する技術指導や助言，森林施業計画制度の推進等を図っている。

また援助としては，林業を推進するための造林事業，林道事業等の補助金の活用，

造林・林道開設等に要する資金および林業経営を維持するに必要な資金のための農

林漁業金融公庫の融資のあっせん，その他森林保険の活用,､分収林契約のあっせん

等により実施されている。

森林施業計画制度は，民有林における森林施業のよりいっそうの計画化，合理化

を通じて，森林計画制度の達成に寄与することが期待されるものであり，その主な

内容は，森林所有者の規模に応じた植伐計画となっている。

林業技術No.5051984．4



森林計画は，前述のように3つの性格をもっている。このうち，期間内の計画量

については，近年，計画量と実行量とのかい雛が生じている。この傾向が長期にわ

たるものかどうかは，にわかに判断できないが，計画制度を考えるうえで議論のあ

るところである。ここでは，伐採蛍について詳述する。

近年，木材価格の低迷，林業諸経費の増嵩等林業をめぐる厳しい状況のなかで，

林業生産活動は停滞している。丸太生産鐙をみると民有林では，56年が2,075万

In3で前年比12%",57年が2,030万In3で前年比2%減となっており,40年代以降

のピークである42年に比べると，57年で55％の水準にとどまっている。

この原因については，①森林資源の多くが成育途上にあるという資源上の制約，

②木材需要の停滞，木材価格の低迷，外材との競合等流通をめぐる問題，③林道

等生産基盤整備の遅れ，素材･生産業の零細性，伐採単位の小規棋・分散性等に起因

する生産体制の未整備の問題，④計画伐採に対する森林所有者の取組み姿勢の問

題等複合的な要因があると考えられる。

これらの要因にみられるように，現実の伐採量に関連するものは非常に複雑であ

る。これに対して，森林計画における伐採量の計画手法は，過去の経験等により，

多数の森林所有者等が行っている伐採は全休的にみると，全く不規則に行われるも

のではなく，多数のものの平均として一種の平衡状態にあるとみなし得ることか

ら，次のような方法によっている。すなわち，皆伐対象の森林については，森林資

源の現況に基づき，齢級ごとの過去の伐採性向，現実の平均伐期齢等を勘案して伐

採量および資源推移を推算し，林種転換等の進度をも踏まえて算出する。また，皆

伐以外の森林については択伐による繰返し期間，択伐率により，間伐については，

間伐を行う齢級の面積に間伐対象面穣率,ha当たり材積および間伐率を乗じて算

定している。そして，これらの算出量が全国森林計画の割振り数量と著しい差異が

ないよう定められる。

この計画量を実行に結びつけるためには，森林所有者の伐採性向を個別に検討す

る必要があるが，それは多種多様である。

例えば，山林の経営の方針をみても，何らかの形で定期的な伐採収入を期待して

いるものは15％程度であり，資産的な管理の意向をもっているものが80％と事業

体の大部分を占めている（表・2)。また，過去5年間で人工林を主伐した理由をみ

ても，臨時の支出に対応するものが約32％を占め，自家用を含めると60％が自己

の必要に基づく臨時的な伐採によるものである（表・3)。

これらの傾向は，保有規模30ha以下層に顕著にでている。保有規模100ha以上

属では，逆にその68％が計画的な伐採を指向し，56％が実際に計画的な伐採をし

ているが，この階層の保有面積は林家全体の13％を占めるにすぎないのである。

伐採段の大部分が，間断的な家計上の必要に起因して決定されるなかで，計画量

の実現を図るわけであるが，言うまでもなく，強制力をもって計画伐採量を確保す

る方法は，現在の森林の整備の状況からみて，それを必要とする段階にはなく，ま

たそれを是とする社会情勢にもない。むしろ，森林資源，社会通念からみると，そ

の実現は，林業生産基盤の充実，造林補助・融資制度の活用等によって，全体的な

レベルアップを図り，個々の森林所有者の伐採等の林業生産活動を活発化するよう

3

5

森林計画制度

の今日的課題

林業技術NO．5051984.4
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表･2山林の経営の方針〔事業体ウェイトによる〕

’
保有規棋全体

(全国） 〔~sh｡|5~30h｡l3o~,oohal!ool,a~
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う老
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５
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●
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●
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２
５
２
２

３
３
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９
１
３
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８

●
■
●
■
■
■

０
７
２
７
０
１

２
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4,0

10.5

55.7

25．3

1．3

8．2

１
３
２
５
５
４

●
●
●
●
●
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２
５
８
９
１
３

５
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入を期待している
山に資産を備蓄するとい
う考えでいきたい

艫t謡収入はあまり
できれば手ばなしたい

その他

５
６

注：隣林施業等意向調査報告書」（昭和55年3月，日本林業技術協会）

表・3人工林の主伐を実施した理由（過去5年）

体’ 保有規模全
睦 国）

注；麟林施業等意向調査報告割（昭和55年3月，日本林業技術協会）

誘導する方式が基本とされるのである。

森林計画制度における伐採量等の実現は，今まで述べてきたように，森林所有者

の林業生産の自発的活動に依存していることから，基本的には林業生産活動を活性

化させる必要がある。この点に林業振興政策の重要性があり，造林・伐採から木材

流通・加工等に至る林業振興対策，担い手の確保にも寄与する山村振興対策等を森

林計画制度とのいっそう緊密な連携の下に推進していく必要がある。また，森林計

画制度の運用についても，森林所有者の経営体制の強化，経営活動の活発化を促す

ための個別具体的な指導措置を誰じ，森林施業計画の実行性を高める必要があると

ともに，適正な施業が行われない森林の増加の事態に対処して58年度に新たに創

設した市町村による森林整備計画制度の積極的な運用により，計画達成への努力を

つみかさねていくことが必要である。

＜完＞
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2.計画的に伐採しているため

3.臨時の支出があったため

4.生産業者等に勧められたため
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特集/広葉樹の利用拡大をめざして

’上村武

広葉樹を見なおす

はむしろ強まり，図･1に示すように，昭和35年

には森林而積の60％を占めていた広葉樹林は20

年後には50％にまで落ち込んでいる。これが大

きく針葉樹拡大造林の影響を受けてのものである

ことはあえて申しのべるまでもない。

ところが,．この広葉樹林面積の減少にもかかわ

らず，広葉樹林の蓄積そのものはあまり変化して

いない。昭和31年には9．6億㎡であったものが

昭和56年には10億㎡とむしろ増加さえしている

のである（ただし針葉樹林の蓄積の増加はより急

なので，比率的には減少している)。これは国有

広葉樹林の大径木が伐採されて減少しているのに

,対し，民有である旧薪炭林が放置されて国有林の

減少分を捕ったからである。広葉樹林の林齢構成

を見てもこれは明らかで，国有林では広葉樹林で

30年生以下の天然林は8％にすぎないのに，民

有林では30年生以下の天然林は53％にもなって

いる。つまりわが国の広葉樹林は質的には著しく

低下してきているということができよう。そろそ

ろ拡大造林も限界近くなり針葉樹の造林適地が少

なくなったとされる今日，この広葉樹林をいかに

有効に活用するか，どう広葉樹林に対処するか

は，我々林業者にとって大きい命題といわねばな

るまい。

はじめに

そのむかし，わが国の森林は寒冷地の針葉樹林

を除くと，その大半が広葉樹林であったと考えら

れる。しかしその広葉樹林は開発が進み，また生

産性の大きい針葉樹への置換が進むに従って減少

の道をたどってきた。近年にいたってもその傾向

広葉樹針蕊棚

937138%l､霞#35年98% ’'’396

’,罰‘凝剖“'’063121%|畿‘鞭.§45年99％
％は天然林比率

|.|93121鼎麟蕊灘蕊55年99%lll82

1.000500万ha 5001．0001．500

図｡1-1林種別森林面積（計画面積）

注）農林水産省｢世界膿林業センサス林業調査報告割から作成

(百万m')
酔
一2500

“
’

岬
一

2,000

I針葉
樹

岬
一1.854岬

一

1500

；篝篝：糊 広
葉
樹

度

ｊ

民
有
林
国
有
林
年

1．000

広葉樹林はどんな役に立つか500

?5.5Q鄙1f:9K‘Eﾛ;DSG;‘:q】l『･目･』｡:｡:o：02.】0:凸Z･:･目･Z･荏､I【･蔀

広葉樹林，と一口に言うが，広葉樹林は多様で

ある。わが国の針葉樹がせいぜい50種程度で，

スギ，ヒノキ，その他数樹種で代表されるのに対

し，広葉樹は亜熱帯から亜寒帯までにわたり600

林業技術No.5051984．4

9▲4．■ﾛﾔｭ凹凸咽【■:gご吾冒●:｡Z虹g:qBGZb2･?1

31 36414651

図･1-2広葉樹蓄積の推移

注）「林業統計要覧」から作成

56
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～700種もあり，ブナ，ナラなどだけで代表させ

るわけにはゆかない。当然その林の働きも多種多

様で一概に割り切ることはできないが，針葉樹に

対比してみたとき，その違いと効用はやはり重要

なものといえる。

1．公益的機能

1）水土保全機能

森林がすぐれた水土保全機能を持つことは，林

業家たる読者諸彦にはあえて説明するまでもない

が，さてどのような森林がより高度にその機能を

発揮するかということになると，若干の事例調査

はあるものの森林の複雑性もあって，まだあまり

よくは解明されてはいない。広葉樹林と針葉樹林

とをくらべると，降水遮断性能については概して

広葉樹林のほうが低く，特に落葉広葉樹林が低

い。蒸散能について広葉樹林のほうが低い。土壌

浸透能はどちらともいえないようである。土地保

全については，一般に山地崩壊防止には広葉樹林

のほうが，土砂崩落防止には針葉樹林のほうが，

土壌浸食防止には広葉樹林のほうが，土壌保持力

については広葉樹林のほうがより有効なのではな

いか，との意見はあるが，それを断定できるよう

な資料はない。要するに水土保全については，構

成が複雑で，火・中径木の立木密度が高く，根系

の発達した健全な森林が高い機能を持つのであっ

て，針広の別はこの次であるらしい。針葉樹一斉

造林が強調された反動として，いま少し広葉樹に

回帰することこそ必要ではあっても，広葉樹林の

ほうが水土保全にははるかに針葉樹林よりすぐれ

ているような論議は，かえってひいきのひき倒し

になるのではなかろうか。

2）保健休養機能

森林における保健休養は，近年しだいに静的な

ものから動的なものに変化してきている。その意

味では，林内が明るく行動性にすぐれた落葉広葉

樹林のほうが，暗くて人間の立ち入りにくい針葉

樹林や常緑広葉樹林よりも好まれると考えられ

る。同時に視覚的に見ても，落葉広葉樹は花や葉

による四季折々の景観の変化にめぐまれており，

人間の美的快感をより満足させる。一般に針葉樹

林業技術No.505198(1.4

は壮厳美，広葉樹はやわらかい自然美を演出する

と考えられるが，針葉樹人工林の幾何学的模様に

合わせて，より多種多様な広葉樹の樹木としての

特性はもっと生かされてしかるべきであろう。目

下流行中の森林浴に関してはフィトンチッドの樹

種特性や保健特性はまだ十分に解明されていない

が，テルペン類の蒸散は針葉樹のほうが大きいと

考えられる。

3）都市緑化機能

都市緑化は，人間の住みやすさを主体とするも

のと考えられる。そして環境保全と防災的な面を

含めて，なるべく多くの構成樹種でなるべく複雑

な林冠を作る，あまり油脂分を含まない常緑樹が

好ましい，気候帯に応じできるだけ自然の生態系

に近づける，ことが望ましいとされ，この条件を

満たすものはどちらかといえば広葉樹である。そ

してまた並木に用いられる樹種は夏冬の日照の関

係や景観の点から，落葉樹を主とした広葉樹が多

く用いられている。

4）生態系の保全機能

森林は幟成が複雑なほど生物相も豊富で，病害

虫の影緋も受けにくいと考えられる。特に鳥類や

獣類はえさを広葉樹に依存するものが多く，広葉

樹林のほうが種類や分布数も多くなり，保健休謎

面からも効果的であると考えられる。地力維持に

ついても広葉樹林の落葉はN､Caの含有量が多

く，分解も早くて土壌還元量も大きくて有利だと

考えられている。

広葉樹材の価値は

以上，木材生産以外の広葉樹林の価値をひろい

出してみたが，さて林業の基盤たる木材の生産利

用についてはどうであろうか。一口に広葉樹とい

っても，樹種は極めて多く，その材質も利用の形

態もそれぞれ異なっているのはいうまでもない

が，次に概括してみる。

1）材の特色

広葉樹の材はHardWoodといわれるだけあ

って，キリのような例外を除き一般に針葉樹材よ

りも比重が高く重硬である。そして外観の面では



独特の色調や紋様を示すものが少なくない。そし

て樹形は針葉樹ほど通直でなく不規則な場合が多

いので，その結果として工芸的用途にあてられる

のは自然のなりゆきと考えられる。そして針葉樹

にくらべて著しく不利なのは生長が遅いことで，

林業生産の対象としてはとりあげられにくいこと

である。一方原材料としては，繊維長はやや短

く，ヘミセルロースはやや多く，リグニンはやや

少ないが，特に針葉樹にくらべて不利だというわ

けではない。

2）用材としての利用

広葉樹の用材利用の第一にあげられるのは家具

用としてであろう。ある程度の強度と外観のよさ

を必要とする家具用には広葉樹が適しており，最

近でこそ若干の針葉樹家具が市場にあらわれては

きたが，家具の大部分は広葉樹に依存している。

資材の節約とコストダウンのうえからは，合板や

ボード類などの心材に広葉樹のつき板をはったい

わゆるはり物が幅をきかしているが，むくの素材

によるものはすでに高級品と見られるようになっ

ている。樹種としては供給量の点からブナがもっ

とも多く，ナラ，カンパなどがこれに次ぐが，約

300万㎡以上と見られる家具建具用広葉樹材のう

ち，これら国産材は'/3程度にすぎず，残りはラ

ワン系を中心とする外材に依存せざるを得ないで

いる。

建築用としては広葉樹は一部の社寺建築を除い

て構造材としてはあまり使用されず，主として装

飾的効果から家具同様な内装的用途にむけられる

場合が多い。もっともフローリングには強さや硬

さを兼ね備えた材料として根強い需要があり，こ

のような内装的需要も原木の不足から，はり物へ

の移行が顕著に見られる。

日用品，工芸品などの用途は，かなりの部分が

プラスチックなどに代替されているが，本物志向

が根強くあり，ことに不斉形原木の活用にはこの

分野がもっとも有効なので，この面では加工技術

上の開発が期待されている。

合板はわが国では広葉樹といってもその96％

がラワン系を中心とする南洋材で作られており，

特蕊／広葉樹の利用拡大をめざして9

北海道産広葉樹が4％程度使われているにすぎな

い。これも化粧効果のためであり，南洋材の供給

に不安が生じてからも，その代替は主として針葉

樹に求められている。

3）原材料としての利用

パルプ材としての広葉樹は針葉樹に比べてやや

劣るとされるが，パルプ化技術の進歩と低質広葉

樹の活用の点から，現在パルプ原料の針広比は半

半であり，その広葉樹も資源不足から国産のもの

は6割でしかなく，今後もっと減少するものと見

られている。ボード類は原木の材質にはあまりこ

だわらない。

一方，おが屑等の残廃材を飼料や肥料として利

用する技術がしだいに発達してきているが，この

原料としては，成分の関係から針葉樹より広葉樹

のほうが適している。

また，原材料に分類するのはいささか疑問があ

るが，きのこ栽培用の原木は，広葉樹以外には代

替が困難で，原木の供給は不足がちであり，今後

需要はなお拡大する傾向にある。

その他化石燃料の供給事情の変化に伴って，エ

ネルギー源としても木材資源が注目されるにいた

っているが，低質広葉樹や，用材利用時の残廃材

はもってこいの原料と考えられている。

広葉樹林見直しの機運

はじあにも述べたように広葉樹林はほとんどす

べてが天然林である。それは広葉樹が人工造林に

値しないと見られてきたからであろう。それはひ

た走りに走ってきたわが国の工業優先動向と無縁

ではなかった。工業材料として見るかぎり，広葉

樹はあきらかに針葉樹に劣っていると見られた。

何よりも生長量は低く，多数の樹種があって質，

量ともにまとまりにくく，同一樹種でも樹形が不

安定で出材にコストがかかり，利用歩止まりも悪

く加工にも手のかかるものが多い。だから極めて

わずかの例外を除いては広葉樹の施業はなおざり

にされてきたのであろう。

しかし，いま拡大造林がゆきつくところまでゆ

き，その針葉樹林が成林して間伐期に入るころに

林業技術No.5051984.4
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なって，針葉樹の一斉造林指向に対する批判や反

省が生まれてきた。病虫害など森林を破壊する諸

害に対する単純林の抵抗力の弱さや，水土保全機

能に対する疑問の提起，生態系維持上の論議，木

材工業工芸の原料供給に対する不安等々である。

その中のあるものは当たっており，あるものは当

たっていない。不安から来る誤解もあり，批判の

ための批判もあるであろう。しかし，採算はとも

かく広葉樹林の機能や広葉樹材の供給を，あらた

めて見直す必要ｶﾐあることだけは，もはや林業界

のだれでもが認めている，または認めざるを得な

い情勢にあることだけは間違いない。

公益的機能の面からいうと，広葉樹は針葉樹に

くらべて不利な点もあるが有利な点も少なくな

い。針葉樹林は広葉樹林に替えてしまえという暴

論には組しかねるが，主として直接的な経済性に

もとづいて行われてきた針葉樹林の育成に，広葉

樹をまじえて混交林に育成する，小面積での帯状

あるいはモザイク状の森林配置を考える，など公

益的効果すなわち広い意味での経済的効果に対す

る配慮はもっと払われていいことである。

木材としての広葉樹は明らかに不足している。

というよりも不足しはじめてから久しい。戦後，

広葉樹の中ではもっとも蓄積の大きいブナ材に依

存していた家具材は，しだいに南洋材への傾斜を

強めていった。価絡の問題もあるがブナ材の供給

にかげりが見えてきたからである。そして南洋材

供給に不安が生じてきたいま，国産材へのゆりも

どしがささやかれている。広葉樹材の用途には，

広葉樹でなくてはならないものがはなはだ多い。

いま広葉樹は木材工業工芸界からは熱いまなざし

で迎えられようとしている，とさえ言ってもい

い。にもかかわらず，広葉樹の供給体勢はお寒い

かぎりである。供給量の不足はもちろんだが，い

まだに広葉樹の多くはザツ扱いの十把ひとからげ

で，資源量の把握さえなされていない。育成とい

うことになると，キリやクヌギのような特用樹を

除いては，天然林では北海道の落葉広葉樹や東北

のブナ林で一部択伐や母樹保残による更新が行わ

れているだけであり，人工造林は砂防植栽や都市

林業技術No.5051984．4

緑化など特定のものに限られているにすぎない。

広葉樹の育成はもっと見直されなくてはいけない

はずである。

おわりに

広葉樹は木材供給の面だけを見ても極めて不足

している。量的には一見あるようでも，樹種ごと

に必要量は確保できていない。また小径低質のも

のが多く，用途を満たし得ないでいる。広葉樹林

の維持造成には問題点も少なくはないが，木材供

給の点からだけ見てもせめて次のような点だけに

は留意してより豊かな広葉樹資源の造成をはかる

べきであろう。

①大径材の生産には当面やはり天然更新による

ことになると思われるので，速やかに天然更新技

術の確立をはかる。

②かつての薪炭林，いまの低質広葉樹林に対し

ては萌芽更新技術の再編など用材林への転換を研

究し，経済価値の向上をはかる。

③長伐期大径材の育成には，保残木あるいは保

誰樹帯等針葉樹人工林と組み合わせた効果的な施

業方法を確立する。

④人工造林は特定の用途とそれに対応した樹種

について造林技術の研究を進める。

いまでも，市場では，1本数千万円もするケヤ

キなど珍しくはない。つき板用の表面材だけをと

ってみても広葉樹原木は著しく不足がちであり，

稀少価値を呼んでいる｡これから数百年の後に,樹

齢50年生のスギの美林収護の繰り返しと,1ha

にたった1本しかなかった数百年生のケヤキと，

どちらが経済的価値が大きいかを考えてみる必要

が出てきてはいないだろうか。

(うえむらた"L･(I"固….木材談術…）一理事長

注：本稿は筆者が委員長としてまとめた資源調査会広葉樹利
用小委員会の報告書（昭和58年3月）によるところが多い。
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特集広葉樹の利用拡大をめざして

渡辺利一

国産広葉樹材の供給と利用の実態

1．はじめに

わが国では戦後，広葉樹材がパルプ用材として

急速に需要が伸びるが，その一方，生活様式の洋

風化，近代化にともない，住宅建築の内装，家

具，さらに各種工芸用材としての需要が飛躍的に

増大した。そのため昭和40年代に入ると有用広

葉樹資源の枯渇が心配されはじめ，最近では広葉

樹のもつ公益的機能を含めた資源対策が強く望ま

れている。一方，低山性広葉樹を主体にしたいわ

ゆる「雑木林」といわれる未利用広葉樹林は，増

加の傾向にあるといわれている。未利用広葉樹は

樹種や形質が多様なうえ低質，小径材が多いこと

から，材の生産や利用上の障害になっており，資

源有効利用の面から合理的利用方法の開発が強く

望まれるようになった。

このような状況から，林野庁では，昭和54年

から56年にかけて，都道府県林業試験研究機関

の大型プロジェクト研究の一環として，国立林業

試験場木材部製材研究室員の助言を得ながら「広

葉樹小径材の生産・利用の実態に関する調査」を

実施した。この調査研究は，現存する広葉樹資源

芯らびに生産材の特徴を，既往の関係資料や生産

事例調査により明らかにし，さらにこれら材の流

通や利用実態を調べて，未利用広葉樹利用開発の

基礎資料とするため,北海道,青森,岩手,新潟，

山梨，京都，和歌山，島根，高知の10道府県が

参加して実施したものである。本稿ではこの調査

結果の概要を紹介しながら，未利用広葉樹の利用

開発について考えてみたい。

2．わが国広葉樹資源の特徴

表･1天然広葉樹林の面積，蓄積'】

率
Ｏ
２
９
５
９
５
７
８
５

秋
池
”
皿
型
空
豆
ａ
生
ａ
ａ
ｑ

１

１

椛

舗
獅
驚
駕
鷲
却

面 蓄

実数
(万m3)

91，997

26＄324

21，494

7，454

103814

32132

8，928

4，737

9，116

稜

櫛成比率
（％）

100.0

28．6

23．4

8．1

11．8

3．4

9．7

5．1

9．9

区分

総数

北海道

東北

北陸

北関東・東山

南関東・東海

北近餓・中国

南近畿・四国

九州

広葉樹資源ﾕ>は蓄積でおよそ10億㎡とされて

いるが，そのほとんどは天然林で，人工林の蓄積

は13％を占めるにすぎない。そのうえ人工林は

若齢林分が大部分を占めているため，利用資源と

しての期待は今のところ少ない。

およそ965万haに及ぶ天然広葉樹林の地域別

資源分布状況は表・1のとおりで，北海道，東北

地域の蓄積が極めて高く，この地域で全国の52％

を占める。これに続いて九州，北陸，東山地域の

蓄積が高く，これら地域で全体の77％を占めて

いる。道府県では別格の北海道ほか,岩毛福島，

秋田，山形，新潟，岐阜，長野が代表的な資源地

域となっている。

天然広葉樹林は所管区分により資源内容が著し

く異なる。国有林は高海抜の奥地に多く分布して

いるので，これらの林分はブナを主とする有用大

径材が比較的多いが，民有林はコナラ，クヌギ，

クリ類など低山性広葉樹を主とする雑木林が圧倒

的に多い。

天然林の齢級別面積の分布状況は，図.1のと

林業技術No.5051984．4
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で，国有林材は比較的用材比率は高いが，チップ

材比率も34～53％，小径材の材積比率も30％を

占めている。これに対し民有林材は低質・小径材

が主体になっており，ほとんどの材がチップ用に

向けられている例が多い。したがって今後，これ

らの材の高度利用が資源有効利用の面から大きな

課題となろう。

3．国産広葉樹素材の流通機構とその特徴

広葉樹素材の流通機構についての調査結果は表

．3のとおりである。調査対象がいささか断片的

ではあるが，これから地域的な流通機構の特徴と

して次のことがあげられる。

①良質な国有林材が多い地域で用材比率が高

い。生産，流通の主役は素材業者である（北海

道，青森，岩手)。

②国有林材比率は高いが，比較的低質材が多

い。しかし近隣に木材消費地を控えている関係か

ら木材市場が発達し，本州中央から近畿，四国，

九州にかけての流通基地的な役割を果たしている

（岐阜)。

おりで，北海道を除く本州各地においては，民有

林の若齢林分面積の比率力薗極めて高く，全国平均

で50％を超え13齢級以上の林分面積はわずか10

％程度にすぎない。とくに比較的資源豊富な東

北，四国，九州地域にその傾向が強い。一方，国

有林は大径有用材の蓄積は年々減少しつつある

が，13齢級以上の占める割合はまだ大きく，その

中でも北海道，東北，東山地域での比率が高く，

これら地域からは今後ともある程度の有用材の供

給が期待できよう。

このことは広葉樹材の生産事例調査結果でも同

様な傾向が出ている。その結果は表・2のとおり

国有林 民有林

11 I蕊匡司全国筐＝三 三二三蕊謬蕊調’

三＝三 ’北海道

東北

北関東

南関東

北陸

東山

東海

北近畿

南近畿

中国
四国
九州

＝＝三 1＝＝ヨ

刺③国有林,県有林材が生産されているものの，I一 ＝二二三

三＝ヨ I①~②に比べて量は少なく，生産.流通の主役は

100806040200020406080100素材業，製材，チップ製造業者となっている（山比率（％）

圏!砿隠調7纈[．'3齢級以上 梨，高知)。

図･1天然広葉樹林齢級別面積構成比'） ④ほとんどの材が民有林材で用材比率が低く，

表･2広葉樹材の生産事例
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表･3流通槻講の特徴

素材供給毘認認 流通の担い手 摘 壺
女

素製木森木銘農木国
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長さ(cm)

チップやシイタケ原木の比率が高い。流通の担い

手は素材業，チップ製造業者に加えて森林組合，

農業協同組合が参加している（新潟，京都，和歌

山，島根)。

このように，広葉樹素材の流通機構は地域によ

って違いが大きいが，主産地である北海道では原

木のままの県外流出は少なく，製材，合板，フロ

ーリング等に加工されて移出されている。これに

対し青森，岩手，山梨などは優良材の県外流出が

多く，地元では中級材，低質材の利用が主流にな

っており，これらの地域では自県材の高度加工利

用に向けての検討が急がれている。

4．原木市売市場における広葉樹素材の形質

広葉樹素材専門の代表的な市売市場として静

岡，岐阜県下の市場があげられるが，両県市場に

おける広葉樹素材の形質的な特徴は次のとおりで

ある。

両県市場とも広葉樹素材の取扱い樹種はおよそ

40種で，量的にはケヤキ，ブナ，ミズメ，ナラ，

l､チなどが多い。極積は2㎡以下の小口が圧倒

的に多く，静岡では樋積数の80％を占めている。

シナ，サワグルミなど比較的材価の低い材は大口

繩になるが’材価の高い材ほど小口となり，優良

大径材になると単木売りが多い。

素材の長さは図.2に示すように2.1mと4.2

mが主流でわずかながら3mの材も含まれる。し

かしケヤキは極めて乱尺で，材長1]n以下の材か

ら8m以上にわたる材が適宜区分され掴職されて

いる。径は大半の材が60cm以下で，樹種により

違いがみられる。

材価は樹種や形質による差が大きく，岐阜では

㎡当たりの平均価格でケヤキが10万円であるが，

カンパ類では4万円以下となる。材の品等区分は

JASに準拠しているが，欠点の有無と形質（素

林業技術No.5051984.4
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材の径と長さ，真円度，偏心度，完満度，年輪密

度，材色）の程度が格付因子として取り上げられ

ている。とくに材価は素材の大きさと関係が深

く，岐阜県での調査例では重相関係数力蛍0.41～

0.90の値を示し，径や長さが大になるほど価格

が上昇している。

5．国産広葉樹材の利用実態

国産広葉樹材を利用している製材，家具，木工

工場等における広葉樹材の利用実態を，アンケー

トおよび聞取りにより調べた。このうち家具，木

工工場等における利用実態について述べる。回答

は69工場であるが，収納家具，脚物工場が60％

を占めている。他はインテリア，フローリング，

小木工品，運動具，楽器，農器具類など加工品の

種類は多い。工場の木材総消費量に占める国産広

葉樹材の使用比率は，業種や加工品目により差が

あり，小木工品，器具類の工場は全般的に高い

が，量産タイプの大型家具工場では逆に外材使用

比率が高く，国産材は30％以下のところが多い。

しかし，国産広葉樹材の入手が比較的容易な北海

道，岐阜県の工場ではその使用比率ｶ§80％前後

と高かった。

回答工場で使用している広葉樹材はブナ,ナラ，

ケヤキ，トチなどおよそ24樹種の国産材と，外

材15樹種ほどである。これらの樹種は用途によ

り樹種が選択されている場合が多い。当然ながら

家具も部材により使用する樹種に特徴がみられ，

面材，枠材などは化粧性の高い樹種力蚤，フラッシ

ュの芯材，引出し側板，先板などは軽軟で狂いが

少なく，清潔感のある樹種が使われ，最近ではパ

ーティクルボード，ハードポードの使用量が年々

増加して，広葉樹材と競合している。

これらの工場で使用している国産広葉樹の選定

理由としては材質や加工性，経済性からみて15

項目ほどあげているが，その中で材質感がよい，

量的に材が得られる，入手しやすい，仕上りがよ

い，などが各材に共通した選定理由となってい

る。これに対し外材広葉樹は，狂いが少なく安

い，節がなく均質で使いやすい，などが主な選定

理由となっており，国産広葉樹と競合した場合，
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前2項の理由で選択される場合が多い。

その他の業種ではいずれも用途に合わせた樹

種，形質が選択され利用されている。すなわち，

単板,､合板用はナラ，ブナ，シナなどの良質大径

材，マッチの軸はサワグルミ，割箸は無色，無臭

で軟材の大径材，備前炭などの製炭，鰹節燃製用

燃料のウバメガシなどがあげられる。しかし，い

ずれも適材，良質材が減少して原木価格が上昇

し，入手難を訴えている業種が多い。良質材の育

成，代替材の開発利用など今後，検討すべき課題

は多い。

6．おわりに

これまでの記述で明らかなように，国産広葉樹

は資源的にみて優良大径材の枯渇化が進み，材の

入手が難しくなるとともに材価が上昇して年々使

いにくい材になっていくことが予想される。その

反面，低質・小径材の生産比率が増加し，現在，

チップに利用されている国産広葉樹は年間700万

㎡9)を超える膨大な量に達している。しかし，今

のところ加工技術や経済性の面から，これらの材

を高度に利用できない状況にあり，その対策が強

く望まれている。

低質・小径材の高度利用をはかるための加工技

術対策としては，樹種や形質の不揃いなこれらの

材を，用途に合わせて質と量とをどのように揃え

るかがポイントになる。その例としてひき板の集

成化，単板の積層化，破砕加工によるボード類な

ど，いずれも低コスト加工技術の開発などがあげ

られるであろう。これと併行して小径材の樹種，

形質を上手に生かした小木工品，工芸品等への利

用も，加工技術だけでなく流通対策も含めて検討

していく必要がある。

要はそのままでは利用しにくい低質・小径材の

広葉樹を，安価で質のよい材料に改良し，安定的

に需要者に供給できる技術開発が強く望まれると

ころである。

（わたなくりいち・山梨県林業試験場主任研究員）

参考文献

1)林野庁：日本の森林資源，日本林業技術協会（1982）

2)腿林水産省統計精報部：木材需給報告響（昭和57年）



15

特集臓葉樹の利用拡大庵めざiﾉて

広葉樹林施業に関する研究の動向

常緑広葉樹林

尾方信夫

1．はじめに

常緑広葉樹天然林は樹種，樹齢，階層職造等による榔

成が複雑で，多くの研究問題をかかえている。ここでは

主として最近20年間の学会誌，機関誌，公刊図書など，

約300件を参考にしながら天然林施業体系組立てに視点

をおいた，研究動向の整理を試みた。

2．常緑広葉樹天然林の生態的特性

暖温帯常緑広葉樹天然林は南西日本に主として分布

し，樹種，階層構造の複雑さは，他の昆虫・菌類を含め

た生物相の複雑さにも関連し，森林の健全性や保全的な

効用などの利点をもち，反面，伐採利用に関しては単純

林に比べて非効率性をもっていることは衆知のとおりで

ある。用材生産では幹の曲がり，正円性，枝の分岐，枝

量，枝下高などの形質的な欠点が多い。只木ら(1968)は

各種森林の物質生産量について整理し，常緑広葉樹林は

落葉広葉樹林よりも高く，針葉樹林に近似している。し

かし生産量の枝への配分がやや多く，幹への配分がやや

少ないため，幹材積生産量では針葉樹林に劣るとしてい

る。これらの特性を考慮すると，用材生産機能と環境保

全機能が調和されるような施業法の研究が，今後の課題

となろう。

3．広葉樹資源の問題点

竹原(1981)は広葉樹資源の現況把握は，樹種が多く，

林分椛成が複雑で，収枇予測も難しく正確を期しがたい

が，過去のブナ林，カシ林等の大規模皆伐による林種聴

換で広葉樹資源が急減し，質・戯の低下が問題となって

いることを指摘している。また広葉樹素材需給動向を解

折している安永（未発表）によると，国産広葉樹材は昭

和53年以降,1,000万m8/年台を維持しており，昨今の

木材不況下でも根強い需要がみられ，昭和57年におけ

る主な用途は，木材チップ用65.5％，製材用23.9％，

パルプ・合板用その他10.6％で，木材チップ用とパル

プ用の合計は69.4％で，国産広葉樹資源の枯渇，質的

低下を反映しているものと考察している。なお全国広葉

樹素材生産量に対して九州は13.5％，そのうち9．8％

は宮崎，鹿児島県で,九州における広葉樹素材の73,4％

を占め，両県は暖帯広葉樹材の主産地として位置づけさ

れるとしている。他地域の常緑広葉樹林も，これらの動

きのなかに含まれており，現存する幼・壮齢林は過去の

放置的採取林業によって，低質広葉樹林として扱われて

いるものが多く,その質・通的改善をはかる必要がある。

4．常緑広葉樹用材林施業体系の組立てに関連

する項目と研究の動向

常緑広葉樹の天然林施業に対する技術体系は，人工林

施業にくらべて，関与する因子が複雑であり客観的定通

化は困難で，ここでは施業体系組立てに関連する項目ご

との研究動向について述べる。

1）生産目標

（1）コジイ天然林施業における投資限界の試算

安永(未発表）によるとシイ類(特にコジイ）は近年，

家具材としての用途も徐々 に進みつつあるので，省力的

天然林施業に成功すれば，他の広葉樹とちがって検討の

対象になりうるとして,伐期収入前価の試算で,P=3.5

の場合480千円,P=4.5の場合327千円,P=5.5の

場合224千円となり，これが各目標利率での更新開始年

に割り戻した限界投資額(ha当たり）であるとしてい

る。そこで，この限界投資額を，更新・保育に要する撒

金単価で除して得られる人工数の範囲で，更新・保育体

系を組み立てることが施業要件の1つとなり，それは天

然力を活用した労働少投型の新技術の開発が必要とな

林業技術No.5051984.4
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る。

（2）丸太規格と望ましい山元での採材規格

安永（未発表）は南九州における広葉樹材製品規櫓か

ら見た望ましい山元での採材規格は，一番玉で4.2mX

20cmが驫低の条件としており，これは幹の細り率を

0．85として胸高直径を求めると23.5cmとなり，井上

ら（1965)の収枇予測式から伐期を求めると45年前後と

なる。なお径級の小さいものはソリが来たり，節が出る

ため問題が多いこと，また柄木類は最終的には60cm上

から取るが，搬出コストを考慮すれば長尺であるほどよ

く，都城製材協同組合市場では最低2mであることを付

記している。

（3）コジイの生長習性から見た目標

井上ら（1965）によるとコジイの初期成長は早いが，

40～50年以上になると急速に生長が低下しはじめ，被

害，枯損木を増すので，25～40年を伐期とすれば，類

似の立地ではスギ林に匹敵する材積生長量が期待される

ので，コジイの適地では短伐期，原料用材林の施業を実

施する価値があるとしている。

本来，目標生産物は個別経営の立地環境と経営目的に

よって異なるものであり，一方，主産地形成の面からの

挨討も必要であり，今後の常緑広葉樹の利用開発と需給

関係に対応した生産目標の検討を期待したい。

2）作業種

佐竹(197のは固定試験地の24年間にわたる解析結果

から，パルプ用材林施業では成長が早くて，萌芽更新が

容易なコジイを主目的樹種とした択伐作業をするべきだ

としている。小幡(1961）は固定試験地の17年間にわた

り林分描造の変化に関する解析を行い，将来の樹種また

は樹種群ごとの径級別本数分布型，皆伐や択伐や保存な

どの施業の異なるごとの樹種または樹種群ごとの径級別

連年直径成長量の予測方法などを明らかにして，暖帯広

葉樹のパルプ用材林施業は，コジイを主目的樹種とし，

他の樹種も加えた択伐作業を行うべきで，皆伐の場合の

適伐期35年は択伐によって著しく短縮できるとしてい

る。三善（1959）は移動，多点調査による林分榊成，成

長，更新に関する解析を行い，施業法について老齢天然

林，幼壮齢天然林に分けて考究し，用材林についてコジ

イを主とする炭材として不良樹の混交の多い改良林分な

らびに誘導林分に対しては，コジイの特性よりして伐期

齢60年以下の皆伐による小径木用材林施業が有利と

し，資材価の査定でも製炭材としてよりもパルプ用材と

しての利用が有利としている。
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天然林施業では遷移，物質生産等の生態的特性にもと

づき，皆伐，傘伐，択伐およびこれらを変形した作業種

が考えられるが，その内容および選択条件については’

今後の研究が期待される。

3）立地，適地

奄美大島でスダジイの林地生産力について，松枝（19

69）は立地因子として土域断面，微地形，大地形につい

て解析し，樹高成長に影響の大きい要因は，微地形の斜

面方位S・W>N>E,傾斜角20･以下>20～30.≧30｡

以上，大地形の有効起伏量1,100m以上>100m以下で

微地形要因がきいているとし，瀬戸口ら（198のは環境

要因として地質，方位,傾斜,露出度,降水量,土壌型，

植生型，斜面方位，堆溌様式について解析し，基準年齢

の40年では地位指数の般低6m,最高18m(ただし少

資料のため棄却）の範囲にあり，林地生産力に及ぼす環

境要因の影響力については土壌型＞傾斜･･･．＞降水量等

という結果を示した。今後さらに精度の高い適地判定法

を明らかにするとともに，病虫害の発生しやすい環境条

件や，不良材質が出やすい環境条件の評価が必要。

4）更新樹種

（1）流通面からみた樹種

安永（未発表）によると常緑広葉樹の主産地である南

九州地域における樹種別利用動向で，取扱い本数の構成

比の高い順にならべると，カシ類（イチイガシ・シラカ

シ・アラカシ・その他のカシ類）41.9％，シイ類（コジ

イ･スダジイ)20.5％，クス7．4影，ミズメ･サクラ･ケヤ

キ．タブ．シデ.ネムノキ･ツバキ･カエデ・クルミ27．0

％，ブナ0．6％，その他（センダン・ニレ・ホオノキ・

チシャノキ・キハダ・モッコク・ハガノキ・エノキ・カ

ツラ・ハリギリ・クロガキ・ニガキ2．7％である。

（2）木材利用面からみた樹種

繕方（1981）は広葉樹材の複雑さを単純化するために

樹種区分と用途区分（建築材，木工材，柄木，工芸品，

家具，木地玩具，日用木工品その他）と対応させたう

え，今後の広葉樹の育成を考える場合，カンパ型（クス

ノキ・タブを含む)，ミズナラ型（シイ類を含む）の樹

種を中心に，一部ホオノキ型，イスノキ型，また一部特

殊なものとしてツゲ型，キリ型を加えたなかで樹種の選

択がなされるべきだとしている。なお南九州ではカシ型

も重要な樹種である。

（3）適地適木の面からみた樹種

佐藤（1964）は，①長伐期，択伐的施業が望ましい土

地条件に適した樹種群，②長伐期，4面積皆伐で天然更



新が望ましい土地条件に適した樹種群，③林分改良，混

交林造成が望ましい土地条件に適した樹種群，④比較的

生産力の高い林地で伐期30年前後の天然更新に適した

樹種群としている。

5）更新法

萌芽更新，実生更新があり，前者は薪炭林施薬に関連

して，かなり多くの研究業績があるが，用材林施業に関

連した更新法の研究業績は少ない。田川（1979）は熊本

県下の林齢51年の水俣照葉樹林で，優占種による植生

型をアカガシ・ウラジロガシ・イチイガシ・コジイの4

つに分けて，8年間にわたる再生産過程の解析を行いコ

ジイについて抜き出すと，①結実習性は受精した翌年の

冬に種子落下，②休眠性について種子落下翌年以降に発

芽するものがあり，林床条件による休眠の誘導（埋土種

子）としている，③種子落下量は0～38,000粒/年･10O

1112,④実生生産効率は埋土種子の発芽も含まれているの

で正確に求め難いが，その年の落下種子愚に対して2.5

％の試算例がある，⑤発芽後の動態で生存曲線は直線的

に毎年ほぼ一定の減少で，発芽7年後でほぼ全滅し，主

な死亡要因は光不足とみている，⑥実生の齢分布につい

て当年生稚苗から7年生の稚樹までの全齢分布がみら

れ，1例として1,037本/1001nZの生存実生があった。こ

れは種子落下量皆無の年でも埋土種子の発芽が含まれて

いるもので，林床の光環境制御により実生更新は十分に

期待される。上中ら（1982）は奄美大島のスダジイ・イ

ジュを俊占種とする天然林（110年生）で，種子落下戯

調査を3年間行い，スダジイを抜き出すと15千粒/年・

ha,1,077.5千粒/年･11a,1,020千粒/年･haであり，落

下量の季節変化を月別落下量と年下落下量の百分比で求

めると，11,12月（完熟種子落下時期）には第1年度で

6.7％，第2年度で17.4％，第3年度で67.2％で，年

による変動が激しく，8，9月の台風による影蒋が極め

て大きいことが特徴的である。垰田ら（1982）は鹿児島

県伊佐郡のコジイを主とした35年生の常緑広葉樹林に

おける皆伐1年後の林分と残存林分の調査で，皆伐後に

放置された林分でも更新樹全体（萌芽と実生）で11a当た

り10万本以上の雅樹発生がみられ，調査地付近の3～

4年生林分では全体でha当たり約4万本，うち1/3～1/2

がコジイとなっていることから,5,000本/恥以下の密

度を目的とする用材林施業には十分耐えうるものとして

いる。

6）保育法

常緑広葉樹天然林の保育体系は異種，異齢，多階層の
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複雑な林分構成の時系列的な変化を環境条件との関係で

把握し，それに立脚した保育体系の組立てが望ましく，

①対象林分の層化について三善（1981）は'a･カシを主

とする老齢用材林I,b・コジイを主とする幼壮齢用材林，

C.パルプ原木林(低質広葉樹林を含む)に整理し，さら

に,b.については，シイ類を主とする林分，カシ類を

主とする林分，常緑広葉樹混生林に類別している。②林

分構成の時系列的な変化について小幡（1961）は本稿4

－2）に記述したように，各種の予測法を明らかにし，

三善（1959）は林齢の増加による林型の変化は，5～50

年までは林齢の増加とともに最小直径階の本数率が漸減

し，直径階の分布範囲が増大し，直径階間の本数率の差

が減少する。樹高階別本数分配は直径階別本数分配に比

べ複雑であるが，全林木の本数分配は一般に樹高階の増

大に伴い本数率は減少し，択伐林型を呈するものが多い

ことなどを明らかにし，その他，砂川（1969)，平田

（1969)，西沢(1970)等，多数の研究報告がある。③形

質について新本ら（1975）は沖縄に生育する天然生広葉

樹林の形質構成について'a.量的構成（直径，樹高，

樹冠直径）は幼齢林より壮齢林が不揃い,b.通直木は

幼齢林で2形，壮齢林で8％と極めて少ないJC.ねじ

れ木は幼齢林で50影，壮齢林で65％と多い,d・樹冠の

偏りは幼齢林で45％，壮齢林で70％，等の事例報告を

している。尾方ら（1983）は一般用材の収護量向上の可

能性に視点をおいた定性的な保育指針として，奄美大島

における萌芽整理，除伐，｜陥階別天然生林の各試験地の

解析結果から，更新初期では萌芽整理をせずに密仕立て

とし，地上3mの幹の通直性が判別できる時期q二層木

平均樹高6m)に，保残上厨木を3,000本/haとして，

上層木除伐を行い，直径成長を促進して，幹通直木頻度

を高め，上層木平均直径26cm前後（林齢約60年）に

主伐することを考察している。

7）伐期齢

三善（1959）は生理的寿命に視点をおいて，林分解析

資料から樹種ごとの最高齢を求め，イチイガシ352年，

イスノキ360年，スダジイ・ウラジロガシ・アカガシ・

タブ・ヤブツバキ・サザンカ・サカキ200年，アラカシ

145年，コジイ75年を得ている。コジイを主とする幼

壮齢用材林施業では，コジイの梢頭枯れ，枝枯れの発現

年齢や，利用面からみた素材の最小径から，伐期齢40

年力鍾当としている。

8）収穫予測

九州地方コジイ林について井上ら（1965）の報告があ
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り，平均成長量最大時期30年の幹材積は279.3nf/haで，

25～40年の伐期で皆伐，収穫することを提示している。

その他，松枝（1969)，砂川（1969)，高江洲（1971）ら

の報告がある。

5．おわりに

林分構成要素の複雑な常緑広葉樹天然林の，体系的な

用材林施業問題解決の手がかりを求め，また研究動向の

紹介をするつもりで，生産目標，作業種，立地・適地，

更新樹種，更新法，保育法，伐期齢，収穫予測に分類

し，主な文献引用による整理を試みた。今後の研究や技

術開発に寄与できれば望外の幸せである。なお未発表の

資料を提供していただいた安永氏には厚く御礼申し上げ

る。

（おがたのぷお・林業試験場九州支場育林部長）
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温帯林の有用広葉樹

桜井尚武

1．はじめに

年が明けた今年1月8日に，全米広葉樹連合ミッショ

ンが来日し，米産広葉樹の対日輸出促進のための市場調

査を行ったというニュースが報じられた。その3日後

に，林政審の国有林野部会が，国有林野事業の改革推進

についての最終答申を行い，その中で森林施業の合理化

および投資の効率化のため「天然林施業の一層の推進を

図り｣，「広葉樹施業についての認識を新たにし，広葉樹

資源の造成に努める」ことが必要であると指摘した。

年頭にもたらされたこの二つのニュースが象徴してい

るように，広蕊樹用材林の育林技術の確立と資源量増強

の必要性はますます強まっている。すでに研究の進んで

いるブナ林や，里山地帯に多いシイタケほだ木の原木林

についての基本的な施業体系の見通しはほぼついたとい

えるが，これらを除く広葉樹用材林に関する育林技術は

まだほとんど未完成であり，また，研究実態の情報も乏

しい。そこで，ここではこれらの森林についてのこれま

での施業や研究の過去・現在の動向，当面の問題等を，

北海道・東北地方の国有林を中心に簡単に眺めてみた

い。

2．施業対象地としての北方広葉樹林

北方の森林は，北海道渡島半島のつけ根の黒松内低地

帯を境に，以南のブナを主とする落葉広葉樹を優占種と

した冷温帯林，以北のトドマツ，エゾマツ等の亜寒帯性

針葉樹とブナを欠いた落葉広葉樹とが混交する汎針広混

交帯林とに大きく二分される。それぞれの森林帯には標

高が高くなるに従って亜高山帯や高山帯が現れるが，こ

れらの高標高地帯は更新の困難さと環境保全的見地か



ら，実際の施業対象地から外されている場合が多い。

この地域の一般山地林では，冷温帯林のブナやシラカ

ンバ，汎針広混交帯林のカンパ類やナラ類を主とした山

火再生林と両者に共通する旧薪炭林のナラ類を主とした

林分を除くと，ほとんどの所で多様な樹種が単木状ある

いは小群状に混交し，純林をなすのはまれであるのが特

徴である。これらの林分に見られる用材林として重要な

樹種を挙げれば，山火再生林や一般山地林ではカンパ

類,ナラ類,ホウノキ,ハリギリ，アサダ，シナノキ類，

サクラ類イタヤカエデ，クリ，キハダ，ミズキ，コシ

アブラ，イヌエンジュ，アオダモ類,クヌギ,ケヤキ等，

湿地林や渓谷林ではドロノキ類，ヤチダモ，サクラ類，

クルミ類，カツラ,l､チノキ，カエデ類，ニレ類等であ

る。

3．これまでの施業・研究の概観

明治32年に制定された国有林野法に基づいて編成さ

れた施業案によれば，森林の取扱いに対する考え方は，

北海道・東北両地方ともほぼ共通していて，生産力の高

い，高価値材としての針葉樹人工林を増大させることが

第一目的であった。しかし，貴重広葉樹資源を確保する

ため，広葉樹類の造林も行うこととしている。奥地の造

林困難地にあっては，択伐施業を取り入れ，更新は主に

天然更新によったのであるが，この施業を行うに際して

は讃極的に不良木を除去しツル切り等の保育を行うこ

と，更新のための母樹を適当に保残すること，更新樹不

足の場合は補植を行うこと等の指示がなされている。し

かし，このような指示にもかかわらず，広葉樹の造林は

北海道の一部に残るヤチダモや，東北地方に散見される

ケヤキのほかはほとんど成功せず，また，択伐林分にお

いても集約な施業は行われず，良木の抜き伐りが主であ

った。

大正末から昭和の初期にかけては恒続林思想がわが国

をふうびし，森林経営もこれに影響を受けて天然更新に

重点がおかれるようになった時期である。北海道では従

来の単木択伐から，群団を基礎とした団状作業（函館営

林局史)，小群状伐採(北見営林局史)などが取り入れら

れ，東北地方でもヒバ林で成果を挙げた森林構成群を基

礎とした広葉樹林の取り扱いが基本となって，注意深い

森林の観察とそれに基づく集約な施業が試みられた時期

である。国有林で全国的に実施された植生調査はこのよ

うな施業の基礎となるものであった。

この時期までの広葉樹林の取扱いはヨーロッパでの

方法に基づいた理論により推進されたもので，日本の実

特集／広葉樹の利用拡大をめざして19

態に即したものは少なく，試験・研究にも成果が得られ

たものは少ないが，昭和初期の青森営林局新町営林署で

は小鍋沢のブナ・ミズナラ混交林における香林施業法試

験，同岩泉営林署では櫃取ミズナラ天然更新試験等が実

施されており，おそらく他地域でも様々な試験が行われ

たと思われる。しかし，1937年に勃発した日支事変以

降戦火は拡大し，森林に対する理想的な施業は不可能と

なり，これらの試験地の多くも戦中・戦後の増伐期に伐

採され消滅するとともに資料の大半も失われた所が多

く，現在，成果としてみられる例はほとんどない。

昭和30年代以降の生産力増強計画に伴う拡大造林は

針葉樹を中心としてなされ，薪炭林の地位低下もあっ

て，広葉樹林は急速に減少した。更新が困難な奥地の広

葉樹林では天然林施業の名のもとに，一部を除いて良木

の抜き伐りが行われ，林分の質的低下を招いた所が多い

が，この時期に南洋材の輸入が増加し始めたため，資源

の減少が深刻な問題となるには至らなかった。しかし，

一部の識者の間では広葉樹用材林の必要性は認識されて

おり，近藤助氏はデンマークにおける施業技術を中心

に「澗葉樹用材林施業」を論じた(1951)。また，東大北

海道演習林では1958年以来保育択伐と更新のための群

状択伐を行う林分施業法を実施し成果を収めている。

4．最近の広葉樹への関心と研究の動向

昭和40年代以降になって，拡大造林策に対する反省

に50年代以降の内外の広葉樹資源の枯渇化の見通しや

広葉樹林の環境保全的効果の再認識等が加わり，広葉樹

および広葉樹林の生態や取扱法に関心が持たれるように

なってきた。これらの例としては，1973年の『山林」

1月号から25回にわたり特集連載された「広葉樹林業

の現況と展望｣，国立林業試験場から未定稿として出さ

れた「広葉樹林施業の現状と今後の展望」（1980)，『広

葉樹林とその施業』（大日本山林会，1981)，『北海道の

広葉樹施業』（北海道営林局，1983)，『北海道の広葉樹

林』（菊沢喜八郎，1983）等が挙げられる。また，東北

地方の国・公立林業試験場と大学等による林業試験研究

推進東北ブロック協議会の議事録によれば，1978年の

第1回会議以来毎年広葉樹用材林の育林技術に関する提

案が_上がるとともに，各研究機関の成果の一端が披露さ

れており，当地方での広葉樹林の取扱いに寄せる関心の

大きさがうかがわれる。

次に，股近の研究をいくつか紹介してみよう。

1972年に九州大学北海道演習林でミズナラの機造材

林作業法に関する研究がまとめられ報告された。これ
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は，現実林分での種子の生産通や散布，発芽と稚幼樹の

生長状態の観察と，各種齢階の46の林分調査により明

らかにしたミズナラ林の推移資料をもとに更新’伐採法

を決定し，現地試験地を設定してミズナラ用材林の育林

技術を総合的に論じたものである。この施業法はかなり

集約なものであるが，どの程度まで他地域に適用し得る

か，また，予期の成果が得られるかについては今後とも

検証される必要があろう。北海道林業試験場では，1957

年の発足以来道内各地に各種広蕊樹試験地を設定し，い

ろいろな樹種の生長特性の把握や用材林への誘導に関す

る研究成果を逐次報告している。また，広葉樹林の本数

管理および一定サイズ以上の立木数の将来予測等を行う

方法として，「収簸一密度図」に関する理論的考察が進

められている。北海道大学からは，複雑な林分構成を有

する混交林における椛成樹種の生長を解析し，その結果

から30年後の択伐林の諮溌を推定した研究が報告され

た(1982)。国立林業試験場では北海道林業試験場の参加

も得て，1982年から特別研究「ミズナラ等主要広葉樹

の用材林育成技術の研究」を発足させ，北海道ではミズ

ナラとウダイカンバの，東北地方ではミズナラとブナの

更新や保育，密度管理，適地判定等の技術に関する研究

を進めているが，1986年度には成果が公表されること

になっている。この他にもまだ多くの研究がなされ’報

告されているが，今後資料力需積され，問題点が明らか

になるにつれ実用的な成果が期待される段階になるであ

ろうと思われる。

5．当面の課題と問題点

ひとつは北海道・東北地方に広く分布する，いわゆる

低質広葉樹林の用材林への誘導についてである。目下の

ところ，単一の樹種が高率に一斉林型をなして優占して

いる林分においては，密度管理技術の応用による施業が

可能という見通しがあるが，過富な樹種柵成を有してい

る林分も多く，かつて伐り残された大径の母樹がアバレ

ギとして残存し，更新樹の生育を著しく妨げているもの

も性々にして見られる。これらの林分に対しては’有用

広葉樹の特性を把握したうえで行われる効果的な施業法

の開発を行うか，既存の人工更新技術を適用するかの逓

択が必要であるが，人工更新技術にしても広葉樹に関す

る方法はまだ模索の段階にあるのが実情である。

もうひとつとして，奥地に多い更新に失敗した結果と

しての不良林分と，その予備軍としての高齢級林分（こ
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れには保残木や保残帯林等も含まれる）の取扱いを挙げ

ておきたい。東北地方においても，北部の保育不良林分
りよう郡

を中心にしばしば植栽木を凌駕して外見｣二はウダイカン

バの一斉林となっている林分が見られるが，これらの取

扱いには慎重な配慮が求められている。また，国立林業

試験場東北支場が，東北地方で過去20年以内になされ

たブナ林の天然更新作業地12,359haの1,306地点につ

いて調べた結果(1983)では,苗高30cm以上のブナの稚

・幼樹数がha当たり5,000本以下の所が85%を越え，

他の高木性有用広葉樹を加えても31％あった。このよ

うな更新地には，今後多様な樹種の成立が見込まれるも

のの，早急な人工補正による更新や刈出し等の保育が必

要とされている。また，今後の高齢級林分における択伐

等の作業実行にあたっては，職極的に天然更新補助作業

を行い確実な更新を図らないと，環境保全上からも，将

来に禍根を残すことになるので，よりいっそうの配慮が

望まれる。

以上見てきたように，これまでにも，①更新困難地に

まで人工造林を拡大しない，②天然林施業だからといっ

て粗放な施業をしない，③森林は互いに有機的関係を持

った複雑な植物社会である，といった現在の施業や研究

に携わっている人たちの考え方と変わらないものがあっ

た。それにもかかわらず適切な施業がなされず，育林技

術の体系化もなされなかったのは，広葉樹が一般に雑

（ザツ）あるいは雑木（ゾウキ）と呼ばれることにみら

れる針葉樹に対しての地位の低さと，一歩奥に入ればま

だ十分な量の用材資源が控えていたための安易さによる

ものであろう。

これまでの経験や研究によれば，広葉樹林施業にも集

約な保育技術の投入が要求されているが，その一方で，

一部の銘木はさておき，広葉樹の材価は低く当面「ザ

ツ」扱いはまぬがれ得ない。したがって，経済的見地か

らすれば，それほどの投資を広葉樹林にすることはでき

ない現状にあるといえる。この問題が解決された時，あ

るいは広葉樹の役割に対する認識が改まった時，初めて

広葉樹用材林の将来に向けての展望が開けるのではない

だろうか。

最後に，この稿をまとめる機会をいただき，また，多

数の資料の提供をいただいた当支場経営第一研究室加藤

宏明室長にお礼申し上げる。

（さくらいしょうぶ・林業試験場東北支場育林部）
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松本郁夫

昭和59年度林業関係予算の概要

1．一般会計予算の概要

最近における木材価格の低迷，経営諸経費の増嵩等は

林業生産活動を著しく停滞させており，林業情勢はます

ます厳しさを増している。国民の期待にこたえて緑資源

を維持するとともに，来るべき国産材時代に豊かな木材

資源を供給するためには，林業地域の活性化を図り，山

村住民の定住化を促進するとともに，林業を活力ある産

業として維持育成することが急務である。

このため，昭和59年度においては，特に次の諸点に

重点を置いて施箪を展開することとしている。

（1）林業地域の活性化

地場資源の活用と農林複合経営の推進，地域林業の中

核的担い手である森林組合の育成強化により林業地域の

活性化を図るため，林業地域活性化総合対策事業を新た

に実施する。

また，地域の特性に応じて生産から流通・加工に至る

総合的な国産材供給体制づくりと魅力ある山村地域社会

の形成を目的とする林業構造改善事業を計画的に推進す

る。

さらに，地域林業者等の創意と工夫に基づき，特用林

産振興を中心とした総合的な集落振興を行う林産集落振

興対策事業を実施する。また，入会林野等につき，その

権利関係の近代化を図り，当該土地の高度利用を促進す

るための対策を引き続き実施する。

（2）林業生産基盤の碧篇充実

豊かな森林資源を将来にわたって維持培養し，わが国

林業の安定的な発展および林業生産の増大を図るとと

もに，森林のもつ公益的機能の維持増進に資するため，

森林資源に関する基本計画の趣旨に沿い林業生産基雄の

整備充実を図る。

①まず，造林事業については，非皆伐の多段的な森林

施業を推進する複厨林造成パイロット事業を新たに実施

するとともに，市町村の指導の下に植栽・保育を計画的

・組織的に推進する森林総合整備事業の拡充を図る。

②林道事業については，引き続き一般林道，農免林

道，特定森林地域開発林道等の計画的な整備を推進する

とともに，林道網重点総合整備事業および林業地域総合

整備事業の拡充を図る°

（3）国土保全対策の充実

安全で住みよい国土づくりを推進するため，第六次治

山事業五箇年計画に基づき治山事業の緊急かつ計画的な

推進を図る°

①保安林を対象として，グリーン工法を主体とした森

林の総合的な整備とその施工地の保育を一画して行う重

要流域保安林総合整備事業を新たに実施する。

②また，重点保全地区総合治山および土砂崩壊流出防

止総合治山を積極的に推進するほか，水需給上重要な流

域等において重要水源山地整備治山および水土保全機能

強化総合モデル事業の計画的な推進を図る。

③さらに，復旧治山，松くい虫被害緊急対策治山，地

すべり防止等の事業を計画的に実施するほか，防災林造

成，保安林整備，治山施設修繕のための事業を実施す

る。

④また，水需要の増大に対処するため，森林開発公団

の行う水源林造成事業を引き続き推進する。

（4）緑資源の確保と森林管理の適正化

①緑資源の確保等に対する国民的な要請の高まりに対

処するため，部分林・分収林の制度等を活用して，広く

都市住民に緑とのふれあいの場，森林・林業への理解を

深める機会を提供しつつ，都市住民の参画の下に都市と

山村が共同して行う森林づくりを推進する。

また，都市近郊の荒廃・放置されている森林を保全・

整備するための新たな緑化技術の開発を行う事業をモデ

ル的に実施する。

②森林所有者に対する適正管理の働きかけの強化，生

産鍵無の整備等森林管理の適正化を図るための諸施策を

林業技術No.5051984.4
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事 項’
【公共事業】

治山事業

治山事業（繰入）

民有林*1

国有林

水源林造成事業*2

造林事業

民有林*3

国有林

林道事業

民有林

一般林道*4

農免林道

特定森林地域開発林道
整備事業

国 有林

一般公共計

災害復旧事業等

公共事業計

【非公共事業】

林野庁一般行政*5

審 議会

林業構造改善対策事業

新林業柵造改善事業*6

第2次林業構造改善事業等

林業地域活性化総合対策事蕊
林木育種場運営

国有林野事業特別会計へ繰入

保安林等整備管理*8

森林計画*9

表･1昭和59年度林野庁関係予算総括表

58年度
予算額

百万円

162,824

147,903

122,182

25，721

14，921

41,039

35，818

5，226

84，217

80，628

59，911

5，857

14，860

3,589

288』080

19,180

307，260

3，567

0．651

18,152

15,420

2，732

0

116

0

1，359

1，748

59年度概
算決定額

百万円

162,440

146,528

120,935

25，593

15，912

40，925

35，669

5，256

82，405

78，796

59，620

5，838

13，343

3,609

285,770

12,959

298,729

3，852

1．995

18,165

16,266

1，898

1，500

121

95

1，598

1，698

対前年
度比 備 考

％
＊1．重要流域保安林総合整備事業(新規)70地区

99．8950百万円

99．1＊2．新植面談5,000→5,OOOha
99．0

財投振替42→38億円
99.5

,06.6＊3・複屈林造成パイロツ'､事業噺規)'6地域
153百万円99．7

森林総合整備事業960→1,060地域”､6

21,792百万円(20,231百万円）100.6

97．8

97．7＊4．林業地域総合整備事業85→93地区
5,943百万円(5,384百万円）

99．5
林道網重点総合整備事業8→13地区

99．61,485百万円(900百万円）

89．8寒5．林業機械化研修運営費(新規)32,716千円

森林･木と人間生活に関する総合調査噺規）100.6
18,468千円

99．2

‘?‘"6熟灘瀧蕊蕊難樹立!"→135地域
97．2

山村（6億円)303→381地域

地区（2億円)109→137地域

108.0広域（3億円）23→30地域

306.5適正(0.8億円)50→80地域

100.1計485→628地域

105.5：脂7．事業実施50地域単年度実施1地域当たり
69．5

事業費55,000千円

一＊8．保安林盤伽計画樹立(新規)55流域143,750千円
104．5

林野火災予防特定地域特別対策(新規)8地域

111,220千円

’'7．6＊9．市町村森林整備推進事業噺規)400市町村
97.211,099千円

総合的に推進する森林管理適正化対策事業を引き続き推

進する。

（5）森林機能の維持増進と間伐対策の推進

①保安林制度の適正な運用に努めるとともに，保安林

機能の維持向上等を図るため，新たな保安林整備計画を

樹立する。

また，林地開発許可制度の適切な運用に努めるととも

に，森林計画制度については地域に密着した計画的・合

理的な森林整備を推進するため，新たに市町村に対する

指導等を実施する。

さらに，広葉樹資源の積極的な維持培養の観点から，

その特性等に応じた施業体系の確立を図るため，広葉樹

林業技術No.5051984．4

施業推進総合調査を新たに実施する。

また，林野火災の危険度の高い特定の地域において，

防火帯道および防火管理道の整備ならびに予防活動を推

進する特別対策事業を新たに実施するなど，森林保全管

理対策を強化する。

②間伐技術の漉密誰習の実施，間伐材の需要開発・安

定取引の促進等を図るとともに，集団的な間伐の実施と

これに必要な林道，作業道，機械施設の整備等を行う間

伐促進総合対策を引き続き実施する。

（6）国産材安定供給体制の整備と木材産業の体制整備

等

①国産材の安定供給のための川上と川下を結ぶ合意づ
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|譲灘|鱗’。’
59年度概対前年
算決定額度比

58年度
予算額

百万円
5,059

152

621

567

396

185

考事 備

％
90．4

95．2

96．8

111．0

94.6

108.4

94.8

100.0

百万円
4，571

145

:I:10.林業事業体雇用体制整備･摂興対策事業(新規）

47都道府県166,732千円

*11.国産材安定供給特別対策事業lO→10地域

1“,899千円（173,577千円）

木材利用促進体制整備事業噺規)95,569千円

（木材利用普及研修センター2地域）

高能率森林施業システム開発普及推進事業(新規）

4カ所18,190千円

*12.新規計画策定地域200→200地域

アフターケア－200→300地域

鵜"・事業実施{篭朧謡鵜
*14.資金造成費5億円

*15.21世紀の森整備事業12→15カ所

林業技術実地研修推進事業噺規)6県8,463千円

*16.被害拡大未然防止対策事業(新規)103,559千円

感染源除去促進対策特別事業(新規)203,523千円

*17.融資枠830→840億円
もり

*18.ふれあいの森林整備対策噺規)4カ所

144,155千円

都市近郊緑化推進モデル事業(新規)2カ所
26,100千円

林業生産流通振興対策

森林組合助成

林業労側力対策*ｴo
＊u

林産物生産流通改善対策

優良種苗確保

地域林業整備育成対策*狸

入会林野等高度利用促進対
策

林産集落振興対策*ｴ3

木材産業拠点整備緊急磯
木材産業再編整備緊急対策

緑資源確保推進指導

林業普及指導:“

森林病害虫等防除*ﾕ6

林業信用基金出資等*'7

緑化推進*'8

木材需給安定対策事業*'9

林業改善資金造成等:i:20

間伐促進総合対策*鯉

林業試験場運営

小計

山林事業指導監督費

非公共事業計

総計

(鑑撚繍鱸）
【財政投融費計画】

森林開発公団:“

国有林野事業特別会計

601

629

375

200

119112

1,9901,990

0507

1,0080

2011

5，1615，133

7，6467，260

1,092183

303411

2，0271，973

1,101789

4，9064，800

5,6065,743

57，84357，893

4242

57，88457,935

365,144356,664

54．9

99．5

95,0

16．7

135‘8

97．4

71．6

97．8

102.4

100.1

99.9

100.1

97．7
*19.備蓄量{鶚謝謝認
*20.融資枠74→75億円

被害森林整備9→10億円

:i:21.事業量81→79千ha

:k22.水源林造成事業132→130億円

特定森林地域開発林道整術事業47→41憶円

(142)|(135)|(95.0)

５
７
●
●

５
９
９
０１

17,900117,100

207,0001227,000

金（造成額は59～61年度で総額22.5侭円）を造成する

木材産業拠点整備緊急対策事業を実施する。

また，いわゆる「日本型住生活」に根ざした木材の利

用を促進するとともに，木材有効利用の普及啓発のため

の多目的施設の設置等を推進する木材利用促進体制整備

事業を実施する。

（7）木材需給の安定対策等の実施

木材の備蓄事業を実施するとともに，新たに木材関連

情報の海外提供を実施するなど，木材の需給。価格動向

等に関する内外の情報の迅速な収集，分析及び提供を行

う事業を実施する。また，中央・地方を通じて木材需給

対策協議会における需給予測を引き続き実施する。

林業技術No.5051984．4

くり，素材生産流通施設の整備，担い手の育成等国産材

の安定供給鎚地づくりを進める国産材安定供給特別対策

事業を引き続き実施する。

また，国産材安定供給基地となり得る圏域内の林道綱

を重点的に整備する林道網重点総合整備事業を拡充実施

するとともに，高能率・低コストの新たな森林施業シス

テムの開発普及を推進する高能率森林施業システム開発

普及推進事業を新たに実施する。

さらに，プレカット加工を核として木質住宅部材の加

工流通の合理化および高度化を図るための木質住宅部材

加工流通高度化事業を実施する。

②木材関連事業体等に対する利子助成に必要な特別資

凸
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さらに，未利用樹等各種原料を用いた製材および合板

の製造技術の開発，製品性能試験，製造機械の開発なら

びに未利用樹の開発利用実態調査を内容とする南洋材等

代替原料開発促進事業を引き続き実施する。

また，林地残材・工場残材等の未利用資源の円滑かつ

効率的な集荷・加工体制の整備等を内容とする未利用資

源利用促進事業を引き続き実施する。

（8）松〈.い虫被害対策等の充実

松くい虫対策については，引き続き特別防除〈薬剤の

空中散布)，伐倒駆除，特別伐倒駆除（被害木の破砕，

焼却等)，各種防除を実施するとともに，被害地の樹種

振換，松くい虫被害緊急対策治山の促進を図る。

また，いわゆる轍害地域」において新たに空中から

の被害木の探査および駆除を実施する。

（9）林業の担い手対策等の推進

①林業事業体の経営基盤の強化と雇用体制の整備を推

進する林業事業体雇用体制整備振興対策事業を，新たに

実施するとともに，基幹林業作業士（グリーンマイスタ

ー）の育成等を内容とする基幹林業技能者育成確保対策

事業を引き続き実施する。

また，林業事業体の安全管理体制の整備等を図るため

の事業，地域に密着した振動障害全般にわたる巡回指導

を行う事業等を，引き続き実施するとともに，作業現場

における安全点検パトロールを拡充する。

②林業後継者の育成確保対策として，林業技術実地研

修推進事業を新たに実施するとともに，教育指導体制の

整備，活動拠点施設整備，林業グループの交流学習推進

を実施する。

③また，児童生徒等の森林の役割等への理解に資する

よう21世紀の森整備事業を引き続き実施する。

（10）森林組合の育成

森林組合検査指導事業を引き続き実施するとともに，

森林組合林産活動強化整備事業，森林組合藍香十驍香事

業を引き続き実施する。

（11）森林エネルギーの活用促進

木質系エネルギーに代表される森林エネルギーを，ロ

ーカルエネルギー源の一つとして活用するため，パーク

鯛皮）等を利用した燃料の実用化を図るためのモデル

事業を引き続き実施する。

（12）林業金融の充実

農林漁業金融公庫の林業関係資金については，貸付枠

の確保を図るとともに，造林資金について保安林の整備

等に資するため，貸付対象育林林齢および融資枠の引上
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げを図る。

林業改善資金については，気象災，病害虫等による被

害森林の整備を促進するため，被害森林整備資金につい

て貸付枠の拡大を図る等制度の充実を図る。

また，国産材産業振興資金については，国産材製品の

流通単位の拡大および計画的・安定的な供給体制の整備

を促進するため，新たに「製品引取資金」を設けるとと

もに，貸付枠の拡大を図る。

（13）林業技術の高度化

林業技術の改善と林業経営の合理化を図るため，引き

続き林業普及指導駆業の推進を図る。

試験研究については，行政上・産業上緊急な解決を要

諦されている課題等について国立，公立および民間の試

験研究機関等による大型プロジェクト研究および総合助

成試験を実施する。

（14）海外林業開発協力の推進

開発途上地域等における森林資源の保続培養と林業生

産力の向上に讃極的に寄与するとともに，わが国への木

材の供給源の安定化に資するため，国際協力事業団を通

じてこれら地域の林業開発に協力する。

2．国有林野事業特別会計橇業勘定）予算の概要

国有林野事業が直面する厳しい状況に対処して，国有

林野事業の経営改善をいっそう促進することにより，国

有林野聯業に課せられた使命の円滑な達成を期するた

め，自己収入の碓保と支出の縮減による自主的努力を基

本としつつ，,併せて財政援助を充実することとしてい

る。

（1）歳入等

①林産物収入について，計画的な事業実行，販売方法

の適切な選択等による効率的な販売を行うほか，林野・

土地の売払いの促進および分収育林制度の導入を図るこ

と等により自己収入の確保に努める。

②林道事業，造林事業および林道災害復旧事業に充て

るため，一般会計からの繰入れを行うとともに，財投資

金の借入れを行う。

③退職手当に係る借入金の利子相当額として新たに一

般会計から繰入れを行うとともに，財投資金の借入れを

行う。

（2）歳出等

①林道邸業については，伐採計画量の達成に必要な事

業盤を確保する。

②造林事業については，天然林施業の拡充を図るとと

もに，部分林制度を積極的に推進しつつ，伐採に見合っ
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表･2昭和59年度国有林野事業特別会計嘩業勘定）予算

59年度
予算③

億円
5，489

3，037

2，465

484

88

86

96

2,270

5，489

2，889

1，352

507

372

387

49

9

28

1，109

109

30

対前年度
比⑧／④

％
107

105

98

155

105

108

107

58年度
予算④

億円
5，142

2，902

2，506

312

84

80

摘区 分 要

【歳入】

事業収入

業務収入

林野・土地売払代

その他

治山勘定より受入

一般会計より受入

借入金

【歳出］

人件費

那業的経費

業務費

造林費

林道整備費

施設費

官行造林費

林道施設等災害復旧事業費

支払利子・償還金

その他交付金等

予備費

伐採量13,200千1'13(前年度13,800千'''a)

分収育林収入1億円（新規）

造林52．6億円轍年度52.3億円）

林道36．1億円伽年度35.9億円）

林道災害復旧6．2億円（前年度2.0億円）

退職手当利子補給金1.0億円噺規）

退職手当149.0億円（新規）

90

2，070

5，142

2,708

1，432

518

416

110

７
７
４
８
。
９
３
０
０
７
０
４
．
０

０
０
９
９
８
９
０
０
１
３
９
０

１
１

１
１
１
１

１

予算定員29,151人（前年度30,852人）

基幹作業職員立目19,450人(前年度19,800人）

新植32,300ha(前畔度34,500ha)

新設延長922.0km(前年度987.5km)416

49

9

24

856

116

80

元本償遡318億円（前年度215億円）

支払利子791億円（前年度641億円）

ー

（4）国有林野事業改善特別措置法等の改正

経営の健全性の確立に必要な基本的条件の整備を行う

改善期間を昭和68年度まで延長するとともに，新たに

退職手当の財源およびその支払利子についての財政措置

に関する規定を設けることを内容とする国有林野事業特

別措置法の改正を行う。

また，国有林野に分収育林制度を導入するため，国有

林野法の改正を行う。

（まつもといくお・林野庁計面郷）

た更新および保育の着実な実施を図る。

③販売事業については，引き続き販売方法の改善を行

い，業務収入の増大に努めるほか，国有林材の糯要開発

を推進する。

④森林レクリエーション事業等については，継続事業

を主体として実施する。

（3）一時借入金

′|<材lilli緒の変動等に備え，運転資金に充てるための一

時借人命の借入枠を1,400億円とする。

青年海外協力隊く春の募集＞のお知らせ
圃際協力事業団青年海外協力隊事務局では，昭和59年春の募集を行っています。林業の分野では
下記のとおり。詳しくは，同事務局まで。〔〒150東京都渋谷区広尾4－2－24電話03-400-7261〕
1派遣業種：森林経営（ネパール男1名，タンザニア男1名，コスタリカ男1名各2年間）
2．応募資格:20歳から35歳までの人。
3．願書締切：昭和59年5月31日消印有効（協力隊所定の願書を使用）
4．選考試験：第1次選考（筆記：作文，英語，技術）59年7月1日各都道府県で実施。第2次
選考は59年8月3～9日の1日東京で実施。

林業技術No.5051984．4
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匹圧$圧Al｡⑨配全国林業試験指導機関の紹介

1．北海道立林業試験場

1．はじめに

北海道立林業試験場は育成林業に関する試験研究を行

い，その成果の普及によって林業技術の高度化および林

業経営の向上に寄与することを目的として昭和39年に

設置されました。

その後は経済社会の要請に対応して総合的な林業試験

研究機関として研究対象を広げるとともに，部科の増

設，三支場（道南，道東，道北）の設置等研究体制の充

実強化をはかってきました。

その試験研究の主な内容は，(1)適地適木の判定と優

良品種の育成，(2)人工林，天然林の更新保育技術の開

発，(3)森林被害の防除，回避技術の開発，(4)海岸林造

成技術および山腹植生工法の改善，（5）自然保護技術の

開発，(6)地域に適合した特用樹，緑化樹の開発等で，

それぞれの時点における林業技術課題を行政との連挑に

おいて基礎研究の成果を踏まえつつ応用研究を推しすす

めてきました。

2．試験研究の成果

当場は，設立以来その時々の要請にこたえて試験研究

を実施してきましたが，高度経済成長期を前期，安定成

長期に移行してからを後期として試験研究の課題とその

成果を見ていくと次のようになります。

（1）前期

林業技術No.5051984.4

戦中，戦後の過伐と昭和29年の15号台風によって大

被害をうけた森林を早期に回復させるための拡大造林を

基調とする林力増強計画が樹立されたことに加えて，昭

和34年から35年にかけての岩戸景気や，昭和41年か
●●●、●●

らのいざなぎ景気を背景とする高度経済成長期の林政施

策を反映して，森林資源の充実をはかるための試験研究

を重点的にすすめてきました。

この時期の主な試験研究とその成果は，次のとおりで

す。

(1)適地適木調査によって全道の造林適地を明らかにす

るとともに，道外樹種の導入も含めて，水道に適する造

林樹種を選定しました。

(2)精英樹選抜育種事業に関連して，遺伝的に優良な種

苗の生産，苗木生産技術の改善，苗畑病害の防除技術，

林地除草剤の利用技術の開発をすすめてきました。

(3)カラマツ造林地に発生した先枯病や野ねずみ被害の

防除技術，トドマツ人工林におけるハマキガ類の被害防

除技術の改善開発によって，安全確実な造林の推進に大

きく寄与してきました。

（2）後期

昭和48年の石油ショックを契機として，資源問題が

顕在化するとともに，世界的にも財政緊縮政策が打ち出

され，以来わが国の経済社会は高度成長から安定成長へ

と移行しました。一方，国土の開発の進展に伴い，国土

の保全，水資源の確保あるいは，所得の向上に伴うレク

リエーションの場環境緑化など森林のもつ多面的機能

の高度発揮に対する要請が強まってきました。

このような情勢の変化から，当場における試験研究

は，森林資源の造成から育成へ，錘から質への変換に対

応して，人工林における優良材生産技術，天然生優良広

葉樹資源培養のための育成技術の開発をすすめる一五

防災，自然保謹，緑化など社会の要請に対応して，災害

を未然に防止するための山地崩壊地，海岸地帯に対する

緑化工法技術の開発に重点をおいてすすめてきました

が，安定成長に入ってからの後期の主な試験研究と成果

は次のとおりであります。

(1)本道の代表的造林樹種であるI､ドマツの産地特性を
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発，あるいは余暇の増大による森林レクリエーション人

口の急増や，人口の都市集中化による生産環境の悪化，

水の需要量の増大などから森林のもつ公益的機能の維持

強化，自然環境の保全，形成に対する地域住民の要請は

一段と高まっています。

これらの森林，林業をめぐる情勢の変化に対して，林

業の振興をはかるとともに，森林のもつ多面的な機能を

発揮するためには，

(1)高い収益をあげるための森林資源の充実と生産コス

1､の低減

(2)諸被害に抵抗性のある森林の育成技術と品種の開発

(3)農山村における林業経営の安定による所得の向上

(4)森林のもつ公益的機能の維持強化

(5)環境条件に適応した新たな緑環境の創出

等の各種施策を積極的に推進する必要があります。

そこで，これからの試験研究は，これらの施策課題を

うけて，長期的目標を設定し，近年急速に進歩しつつあ

る先端技術等をも活用しながら，林業技術の改善と開発

をすすめていきます。

4．昭和58年度の重点研究課題

（1）風害対策に関する調査研究

昭和56年8月の15号台風は，本道の道央から道東に

おける民有林カラマツ人工林に大きな被害をもたらし，

その面積は約1万5千haを記録しました。本研究は被害

林分の実態調査を行い，林分の被害形態を解析し，風害

に対する抵抗性を強化するため，造林および保育方法に

ついて育林技術の改善をはかろうとするものです。これ

までの調査では，①被害形態は一般に幹曲りの被害が多

く，とくに若齢林分ではその傾向が強いこと，②保育経

過との関連では，除間伐後2年以内の林分は激害をうけ

ており，とくに除間伐の遅れぎみな林分を間伐した場合

にその傾向が強いこと,③単木の耐風性では直径,樹高生

長の大きい個体に被害が少なく，とくに胸高直径24cm

以上の個体に被害が少ないこと，④樹種ではグイマツ雑

種F1がカラマツの耐風力より強いこと，などが明らか

になりました。

（2）山地崩壊と植生との関連調査研究

昭和56年8月上旬の日高地方における豪雨は本道の

気象観測史上未曾有のものであり，林地に多数の崩壊地

を発生させました。

本研究はこのような実態に即応し，これまで未解決で

あった山地崩壊と植生の関連性を検討して，治山技術の

林業技術No.5051984.4

明らかにするとともに，諸害に抵抗性のある優良品種や

グイマツ雑種F1の育成によって造林の安全性と経済性

を高めています。

(2)人工林の間伐，枝打ち技術の体系化，材質のすぐれ

たカラマツ優良品種の育成などカラマツ人工林の良質材

雄産技術の向上に努めています。

(3)世界的に貴重な本道の広葉樹資源の質的向上のため

の保育技術，および天然力を活用した更新技術を改善し

て天然林施業に役立っています。

(4)商齢人工林における腐朽菌の同定，ツガカレハ，ハ

バチなどの食葉性害虫やカラマツヤツバキクイなどの穿

孔性害虫の生態と防除方法を明らかにし，病虫害の未然

防止に努めています。

(5)環境条件のきびしい海岸林の造成技術，有珠山噴火

に伴う森林被害を回復させるための植生導入技術を開発

しました。

(6)環境アセスメントの指針として林木による大気汚染

判定基準のためのSO2の抵抗性の判定，環境条件のき

びしい自然公園地区にある天然林の管理資料を作成して

います。

これらの成果は，現地で普及活用され，北海道林業の

発展や地域の環境づくりに寄与しています。

しかしながら，最近の森林，林業をとりまくきびしい

情勢を考慮すると今後の試験研究の推進にあたっては’

さらに林政の長期的施策にそって，森林のもつ多目的機

能を総合的に発揮するための林業技術の改善，開発を計

画的に実施する必要があります。

また，最近の森林所有者あるいは現場技術者の要請は

多様化しているうえ，技術情報も高度化して，他の試験

研究職関と共同で試験研究を行う課題が多くなっている

ので，機関相互の連絡調整あるいは情報交換体制の整備

をさらにすすめる必要があると思われます。

3．試験研究の将来方向について

本道の林業は，長期化する経済不況を反映した住宅建

設の不振による木材需要の減退と，これに伴う木材価格

の低迷，あるいは労働賃金の上昇等による生産費の高騰

から，経営収支の悪化を招きました。加えて昭和56年

には台風による被害，晩秋の異常降雪による被害など気

象害が多発したことから，森林所有者の経営意欲はとみ

に減退し，素材生産量の減少や造林量の減少，育成途上

にある人工林の除間伐の遅れなど，生産活動は停滞の傾

向にあります。一方，経済社会の発展に伴う国土の開
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高度化をはかろうとするものです｡これまでの調査では，

①植生と山地崩壊との関係から，湧水層をもつ段丘斜

面では，湧水厨下部のヨシなど湿性植物が生育する斜面

部分に，崩壊地が多発すること，②根系構成と崩壊と

の関係から，カシワ，ミズナラなどの広葉樹は水平根と

直根をよく発達させているため，土壌の緊ばく作用が大

きいことが明らかになりました。

（3）農家林等の有効活用に関する調査研究

農家林は農業を基樅として展開してきましたｶﾇj近年

の厳しい社会的経済悩勢の中で大きく変貌し，農林家の

経営は不安定となり，営農形態も従来とは変化して林業

との直接的なつながりが希薄となってきました。一方，

厳しい林業情勢のなかにあって，農家林の林業生産活動

は停滞し，適正な管理が行われない森林が増加してきて

います。

このため，全道各地において農業経営の中に農家林を

有効に活用している事例を調査分析し，経営構造や地域

に応じた優良事例にもとづく農家林活用促進のための指

標を作成し，その普及をはかることによって，農家林等

の有効活用による林業経営の活性化を意図しています。

このほか，昭和58年度の当場の研究項目の総数は57

項目で，そのうち継続は46項目，新規は11項目です。

この研究項目は研究員1人当たり1．3項目になります。

この中に国庫補助研究3項目，腱林水産省林業試験場か

らの委託研究2項目，および道生活環境部からの依頼調

査2項目が含まれています。

5．試験研究成果の普及現状

当場は，設立以来，森林所有者，現場技術者，行政機

関，試験研究機関等に対して試験研究成果の普及に努め

ています。その現状は次のとおりです。

(1)試験研究の成果は，他試験研究機関，大学，専門技

術員等を対象とした『林業試験場報告』鐸1回)，現

地技術者を対象とした『光珠内季報』拝4回)，行政機

関からの依頼に対する洲査報告等の刊行物によるほか，

研究発表会あるいは林学会をはじめとする諸学会の場を

活用して普及指導機関等に普及しています。

(2)林業技術者あるいは普及指導担当者を対象として行

われる各種の研修会，あるいは現地検討会に参加して意

見の交換や指導助言を行い，試験研究の成果の発表普及

に努めています。

(3)試験研究の成果を室内に展示するとともに，試験研

究の場である見本林，試験林，検定林などをその成果の

林業技術No.5051984.4

実証的な展示の場として広く一般に公開し，林業技術の

改善に寄与しています。これら実験林は約90haありま

す。

(4)一般市民が直接来場したり，電話，文書でよせられ

る林業技術，経営分析および各種診断等の相談業務を通

してこれまでの成果を普及しています。林業相談は年間

約800件ぐらいあります。

最後に，当場としては本道の林業振興のため，また道

民に対するサービス機関として今後ともできるかぎり要

請に対してこたえていきたいものと考えています。

（石井宏・北海道立林業試験場企両室長）

－●－●－●－

2．北海道立林産試験場

織り

一一裂一

◆

ユ一

一

一

1．プロフィール

林産試験場（林産試）は，木材資源の完全利用を目指

し，木材の高度集約利用に関する技術・経営研究と，そ

の成果の普及を目標に運営されている。したがって，研

究の成果が直接産業に寄与する応用研究と工業化試験に

重点が置かれ，それらの成果を技術相談，技術者の養

成，講習会，各種刊行物などを通じて関係業界に普及す

るなど；林産技術センターとしての役割を大いに発揮し

ている。

林産試は，本道の産業技術研究機関のひとつとして，

昭和25年8月北海道立林業指導所の名称で開設され

た。当時，本道の森林蓄積は全国の33影を占めてお

り，これらから生産される木材の合理的利用開発は，北

海道のみならず日本の産業経済にとって大きな課題であ

った。以来，年を追って逐次研究その他の施設の整備拡

充をはかり，39年4月1日北海道立林産試験場と改称

している。
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2．主な試験研究

運営の目標に従って北海道における未利用木材資源の

高度利用開発と林産業の振興発展をはかるため，本道の

産業環境に適応し，かつ新時代の産業情勢に即応する産

業技術を目指して，多くの研究課題を設定しているが，

それらを次の4つに要約して紹介する

○人工林木など中小径材の利用技術開発

○省資源のための技術改善と新技術の開発

○道産広蕊樹の賞化技術の開発

○木質残廃材の有効利用

（1）人工林木など中小径材の利用技術開発

北海道の人工林144万haのほとんどは，トドマツ

（73.8万ha),カラマツ(49.5万1'a)で育成されてお

り，これらの利用技術開発は焦眉の急であった。

中でも，カラマツの造林面積は約30年以前から急速

に拡大したが，社会情勢の変化から植栽当時に見込まれ

ていた坑木，杭丸太，農漁業用など4経木のままの需要

が狭められ，間伐期を迎えて林業・林産業は，中小径カ

ラマツ材の需要開発を大きな課題として抱えることにな

った。また，それらが成木する20年ぐらい後には，本

道の木材供給戯の4割を占めるに至ると予想されてい

る。

林産試ではこのような背景の中で，カラマツ造林が積

極的にすすめられた時期から今日まで，カラマツ材の基

礎材質に始まり用途開発に至る幅広い研究を行い，ほぼ

終了の段階に達しており，これらの集積は，カラマツと

同じ軌跡をたどると予想されるトドマツ人工林木の利用

技術開発に継承，展開されようとしている。以下，主な

技術開発と用途開発の成果を挙げる。

表･1人エ林の齢級別森林面積（単位：万ha)

技術開発には多くの成果があるので，カラマツの利用

上大きな欠点とされる「ねじれ狂い」「ヤニの惨出｣，問

題になる場合の多い「材色の変化」の防止技術，および

製材の代替材を目的とした陣板積層材(LVL)の製

造システム」の開発のあらましを述べる。

ねじれ狂いは，桟積みを圧締しながら乾燥する手段

（圧締乾燥）で，ヤニの謬出は，人工乾燥中に高温高湿

処理を行い，ヤニ成分中の蒸発成分を取り除く方法（脱

脂乾燥）により，それぞれ抑制する技術を確立し，ま

た，変色については，発生の原因物質を究明，化学薬品

による変色防止手段を考案している。

製材と同様に使えることを目標に開発したLVLの製

造システムは，小中径の原木から厚さ4mmほどの単板

を歩止まり高く剥ぎ，繊維方向をそろえて多数重ねて接

着する装置であり，おおよそ50cm角で,長さが3.7m

の大きさの製品が得られる。これを製材機によって所要

寸法に挽き割って利用しようとするものである。

用途開発では，原木に近い形で使うものから製材の高

次加工品まであるが，2，3の例を紹介する。

まず，比較的小径の丸太を円柱状に削り，原木に近い

形で使う円柱材があり,フェンス,遊具，ログハウスなど

への用途適性を見いだし，商品開発に向けての検討をす

すめている。次に小径材からの製材品の用途開発には，

カラマツ板目板に現れる木目と節を生かした羽相板（パ

ネルボード)，さらにその木目・節を浮き出させ表面の

装飾に生かしたエンポスボード，および小断面の心持ち

材を縦継ぎしたのち，田の字型に4本集成した造作用の

化粧ばり集成材(10.5cm角）がある。また，職造用部

材として5×10cm程度の断面の製材を，合板と釘で組

み合わせて作る木製の軽量トラスがあり，これを屋根小

屋として使う農業用榊築物(PT型ハウス）への活用技

術を確立し，実用化を推進している。現在，道内に約

20棟が建てられ，さらに普及の気運が高まっている。

（2）省資源のための技術改善と新技術の開発

木材は建築用材として多量に使われているが，建築工

事の短期化や工法の変化によって，従来は問題にならな

かった総造用材の未乾燥などを検討し，住宅の品質向上

をはかるとともに，木材工業や住宅で消費するエネルギ

ーを節減しようとするものである。

まず，太陽熱を利用した木材の乾燥技術がある。従来

の人工乾燥施殺は多量の熱エネルギーが必要であり，ま

た，天然乾燥は冬季に不可能な地域が多く，1年を通し

林業技術No.5051984.4
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表･2指導普及活動の推移（59．2．29現在）

現地技術指導

依頼試験の受託

鋸目立技術研修

開放試験室の利用

識師の派遣

技術相談

視察・見学者の来訪

56年度

32件・108日(52名）

59件・427項目

専攻科4名

11件・511日(18名）

66件・71名

694件

2,521名

て低コストで乾燥できるソーラードライヤーの開発には

大きな関心が寄せられ，2，3の企業で実用されている。

その2は，建築材料としての木材の品質向上を図るた

め，防腐，防火処理などによる木質材料の保存性や，椛

造・工法などの改良による住宅部材の耐久性の検討，木

製サッシの開発などである。

その3は，低質化する木材を接着・接合技術による小

幅な平割や角材を組み合わせたラチス梁の製造技術，あ

るいは低質材を小片に砕いて接着剤やセメントで固める

配向性ボード・木質セメント板の製造技術である。

（3）道産広葉樹材の壷化技術の開発

わが国の広葉樹資源の供給地北海道でも，近年優良広

葉樹の枯渇が著しく，中小径材や未利用樹種の有効利用

は等閑視できない状態になっている。そのため，汚染材

などの漂白，着色による品質改善，あるいは埋もれ木調

調色などで高級化する木材の化学加工技術，家具・建具

・造作用などへの活用を目指した広葉樹LVLの製造と

用途開発を行っている。

（4）木質残廃材の有効利用

林地残材や木材の加工工程で出る廃材などの堆肥化，

低質材などの飼料化，ノコクズによる食用キノコ栽培の

技術，あるいは粉砕した樹皮を成型（鉛筆よりやや細

く，長さが数センチの円筒状）したペレット燃料の製造

技術，さらにこれらに利用するための粉砕・分級のシス

テム化などを検討している。

3．指導普及活動

林産試の運営目標に沿って行っている指導普及活動

を，「企業に対する技術指導」「技術者を養成するための

研修」陸大資料の展示」および「刊行物の発行」の区

分で紹介する。

（1）企業に対する技術指導

企業や業界団体などの依頼を受けて現地に職員を派遣

林業技術Ⅳo.5051984.4

5？年度

89日・323日（189名）

58件・5”項目

短期2o名

】5件・122日（27名）

61件・69名

530件

2,130名

－

」
58年度

39件

S0件

長期

11件

60件

・159日（56名）

・68項目

1名・掴Ⅲ16名

・117日（13名）

67名●

585件

2,902名

ソーラードライヤー黒色塗料を塗った90×180cm

の亜鉛引き鉄板21枚で太陽熱を吸収，夏季10～

14日間，冬期30日間で，木材の含水率を20影以

下にすることができる。

角｡琴玉=－，
－

●。

" 画＊
‐＝画

唾幽謹

ログハウス直径14cmの円柱材500本(長さ3．65

m換算）を積み重ね，床面菰82m2(約24.5坪）

の建物を造った。

して，工場の新設・改善，擬械診断，あるいは加工技術

などを指導する現地技術指導，木材，木質材料の性能・

製品試験から工業化試験などを受託する依頼試験，木材

加工工場の設計，機械の配置，その他いろいろな技術・

研営問題について，専門の研究員が相談に応じる技術相
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談がある。さらに現地技術指導，技術相談，および後述

する移動展示を組み合わせて，木材加工製品生産地を巡

回する移動林産試験場で，研究成果のキメ細かい普及に

努めるとともに，業界等の要望・意見を聴取し，研究課

題に反映している。

（2）技術者養成のための研修

業界の方々が林産試に備えつけの試験機器を使って，

独自に試験のできる開放試験室，および木材加工の基本

技術である製材に欠かせないノコ目立ての技術者を養成

する鋸目立技術教習所を設け，常時研修者の受け入れを

行っている。また，研究成果，林産業の当面する諸問題

についての研究会，誰習会などを随時各地で行い，関係

官庁，業界団体などの主催する識習会，識演会などへの

講師も派遣している。

（3）実大資料の展示

林産試の研究成果の普及を中心に，木質材料，木材の

PRを兼ねた展示（林産資料館),開発技術を実証する

試験装置（ソーラードライヤーなど)，あるいは開発製

品・技術についての性能・施工性などを検討するための

建造物（ログハウス・実験住宅)，林産試の大きな特色

刊行のお知らせ一

である企業規模の試験施設を一般に公開暢内公開）す

る一方，林産試の開発した技術や製品を家具・建具や住

宅の実大模型に組み込み，その他の試作品なども合わせ

て各地で展示会（移動展示）を開いている。

（4）刊行物の発行

試験研究の成果は『林産試験場研究報告』『林産試月

報』『年報』で公開，周知しているが，指導普及活動に

は，これらの内容を平易な表現で再編集した月刊の『林

産試だより』のほか，「テクニカルノート」「手引き書」

「パンフレット」「リーフレット」などを随時刊行し，

関係者への普及に努めている。

4．おわりに

近年の林産業をとりまく情勢から，林産試への期待感

は一段と高まっており，それらの要望に応えるため研究

課題，施設の抜本的整備の検討を行い，固まった基本榊

想に従って新たに6.5haの用地を取得し，現在，約1万

1zFInpの庁舎・試験棟の設計が進行中で,61年度末の

完成時には名実ともに面目を一新したニュー林産試がス

タートする予定である。

（本江満・北海道立林産試験場指導部技術科長）

ー■一一■

スギ材産地の進路調雲i富鬘緬2焉‘雷雲毒‘円）
外材攻勢によって，多くの並材産地が後退・低迷を余儀なくされている中で，大分県日田地域
にあっては，関係者の努力により，体質改善等が行われ，九州地方を中心に販路を大きく拡大し
ている。

本書は，日田産地における，森林経営，森林施業，素材生産，原木市売市場，製材工場，日田
材の消費地一いわゆる川上から川下までを垂直的に掘り下げて，その生産流通過程の実態と問
題点，展望を明らかにする。全国の並材産地の今後の在り方に示唆するところ大きなものがあろ
う。

森林航測第,42号荊業瀞競"君欝
〔142号(59年3月発行)内容〕植生と土壌一大井川源流域亜高山帯の森林と土壌(林試土城部・
小林繁男)／広葉樹の空中写真判読(林試調査部･樋渡幸男)／森林施業の糸口をつかむための空中
写真の利用一経年変化にみる風倒跡天然林の回復(北見営林支局計画課･鎌田宗保)／森の履歴瞥
一赤沢ヒノキ林(長野営林局計画課･原田文夫)／演習･初心者のための空中写真一実技編･(最終
回)林道路線の選定と環境アセスメント／紋様百態一空から見た大地の表情

〔59年5月中旬刊行予定〕

枝打ち－基礎と応用－藤森隆郎著上製188頁定価2,800円(〒250）

既著『枝打ちとその考え方」（わかりやすい林業研究解説シリーズ）で，枝打ちの体系的な考
え方とその根拠を提示，よき指針書として好評を博してから8年一その後の多くの研究成果を
．加えて，想を新たに，枝打ちの基礎から実際までを整理検討し，他の保育技術との関係も重視し
て，こん切・ていねいに解説する。枝打ちの全てを盛りこんだ今時最高の指針の書／

一発行日本林業技術協会
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製材業は，大震災後から増加し，

"木場”の新しい部門として，羽柄

問屋，原木問屋と併立する形となっ

たことは既述のとおりです。

しかし，この三者の構成員はそれ

ぞれ個別に"問屋組合"に加入してお

りました。そして問屋組合は，ほぼ

各町単位の地域から選出された代

表者が理事となって運営する地域集

団です。つまり，業種としては原

木，羽柄，製材に分かれ，それぞれ

組合も作りましたが基本的には，木
●●

場という地域に集団化した"問屋"の

一員であることには変わりありませ

ん。営業形態は異なっていても“問

屋＝商業資本”の性格は共通でし

た。ですから製材業も製材工業とし

て産業資本化するまでには至りませ

ん。その後の不況の影響もありまし

たが，製材業は大部分が商業資本に

従属する“賃加工＝賃挽き”という

形で存続することにとどまっており

ます。

ある時期には，米杉を使用して，

秋田二分三厘板に対抗する銘柄製品
●●●●

を作り出すといった，商品生産を指

向する動きもあったのですがしょせ

んは長続きしませんでした。

“賃挽き”は要するに，加工業で

す。当時,外材,内地材を問わず“木

場”へは原木の形で入荷した木材が

比較的多かったのですが，製材業の

原材料として，商品生産を行い自ら

の手で販売するという産業資本的な

動きはできませんでした。結局零細

な商業資本である一人立ちの“地挽

屋”さんを多く周辺に集め，もつぱ

ら製材機械のフル操業によって賃挽

収入を多くすることに専念したの

が，木場の製材業です。

むしろ製材業で産業資本的な動き

を示したのは“地方”が多かったと

申せましょう。

ひとつの例として秋田材を挙げる

ことができます。“木場"との関係も

深く，現在，問題となっている“国

産材の産地形成”についても，その

消長は多くの示唆を与えると思いま

すが，ここではごく簡単に触れてお

きます。

当初,秋田材は問屋資本(久次米，

大倉組）と国家資本(国有林)の結合

から出発しました。“久次米”没落

後，その番頭だった井坂直幹氏を中

心として，明治40年，それまでに

存在していた秋田材の伐出，挽材に

かかわった会社を合併し秋田木材㈱

が設立されます。その事業は製材を

中心として，製材機械の製作，動力

源としてこの電力経営，素材運搬用

の海運等，一応，現代風に言えば

“コンビナート”を形成し，産業資

本として発展しました。

もっともこのような現象は，全国

的にも少なく，秋田の場合は国有林

による豊富な"杉"の美林蓄積を背景

に，国家権力の援助（官行斫伐，林

道布設等）があったればこそ初めて

成功したと申せましょう。また，昭

和初期，関税引上げで輸入材が減少

した結果，建築用材の内地材指向が

高まることになったことも，秋田材

にとっては有利な展開でした。秋田

県では秋田木材㈱のほか大小多数の

巷談「木場の今昔」

▲一一一缶■一B■■F÷

製材業が，その後設立され，折柄の

幹線鉄道網の完成によって，東京向

け出荷が増加しました。

“木場"にとって，秋田材は，内地

材取引の中心銘柄となり，一般相場

を左右する標準的な商品でした。産

地一消費地間で，団体取引も行わ

れ，荷受，決済方法その他，取引条

件の均一化が行われるなど，流通上

の合理化も図られたようです。
あきし

特に秋田材2分3厘板(通称"秋四
ぷ

分")の場合など先物取引まであった

といわれております。

“秋四分"は当時の建築用材として

必需品でした。各家屋の天井板や，

家の外側に張る下見板，壁や障子の

腰板等の需要だけでもたいへんな量

だったと思います。このため等級区

分もだんだん細かくなり，価格差も

多様に存在するという形で流通して

まいりました。独得の薄鋸による幅

広の製品，“何坪入"という仕分けの

仕方も使いやすくいわば“部材化指

向”の製品でした。柾目や板目など

と多様化した種別，高級品から徳用

品までいろいろな価絡差があること

は，また広い用途に適合し商売上の

微妙なうまみを生み出すことにもな

ります。

その入荷は当時，主として鉄道の
ばしけ

隅田川駅で，そこから艀に稜まれて

大川を下り，木場の堀へ通ずる支流

を通って問屋の河岸に横着けにされ

ました。倉入れは熟練した人夫がよ

くしなる，あぷなっかしい歩み板を

渡りながら，自慢の肩に何束か背負

って行うといった状況でそれは，木

14．昭和初期(その4）
松本善治郎

上
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場の風物詩でもありました。

秋田材が木場の花形商品になるに

つれて，秋田材問屋は，木場の主流

となります。問屋組合の役員，理事

長にも多く選出され，その伝統は戦

後にも続きました。

そしておもしろいことに，当初，

秋田材が，徳島県出身者である“久

次米”によって開発された関係から

か，同県出身の方に秋田材の取り扱

いが多いのです。

前にもちょっと申し上げました

が，徳島県人の辛抱強さは定評があ

り，先輩の開拓した実績を継いだ同

県人の勢力は木場で大きく成長しま

した。戦後のある時期，深川八幡の

祭礼に，徳島名物“阿波踊り”をそ

れらの人々が，木場の名物にしよう

と企画したこともあります。

元来，江戸，東京と申しましても

言わば"植民地"－各県出身者の寄

り集まりで，特に商人にとっては競

争がはげしい場所でした。材木屋が

3代続かないというジンクスが木場

にある.くらいですが，それでも徳島

県出身者，あるいはその系譜を継ぐ

方が木場に多いのは立派です。

さて，不景気風に吹きまくられた

昭和初期ですが，資本主義の発展と

ともに，“木場問屋，の役割も変わっ

てまいりました。集荷，備蓄という

より，業種的に専門化し，分化する

傾向が強まります。原木，羽柄，製

材等の区分をタテ割とすれば，広葉

樹,銘木，吉野材,尾鷲材,秋田材，

エゾ材等の産地別，樹種別区分，納

材，地挽等の職能区分などの横割り

もでき，それぞれが"問屋"を称して

いたのですから，かなり複雑な“木

場”となったわけです。このほかに

も足場丸太，電柱材等の専門店が，

木場に存在しました。

また，木場と申しましても,深川

と本所では，商売の肌合いが多少遮

います。

本所は江戸時代から堅川筋を中心

として，関東各地からの流送材一

川辺物と称する材を取り扱っていた

伝統があります。多品種小量の材を

うまく仕分けし，問屋といっても選

別機能にすぐれた人々が，主として

羽柄材を小規模な大工さんや工務店

小売店（仲買）などに販売し，いわ
●､●▽

ゆる’かたい商売をつづける傾向が

ありました。

深川は，木材を大箪に取り扱い，

ある場合には，相場や思惑でもうけ

る人々もあり，また大きな建築会社

その他，木材を大量に購入する人々

を対象とした商売も深川のほうが多

かったと思います。

もちろんこうしたことは，傾|句と

して申し上げているので，どちらが

どれだけ多かったなどというもので

はありません。ただ，こうした商売

方法のちがいから，“木場の気風"と

いうものもよく見れば，なかなか一

律ではなかったことを指摘したかっ

たまでです。

木場問屋がこのように分化，専門

化したというのは，江戸時代から明

治初期ごろまで，持っていた金融機

能という役割が，銀行等の金融機関

の発達によって，少なくなってきた

蟻
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ことにも大いに原因があります。

東京の問屋が関東荷主の全体の動

向を左右していたり，荷主は問屋の

代理人だといわれた時代は，すでに

消滅していました。東京市場に銀行

が進出したのは，材木問屋をやって

いた久次米の銀行や第十六銀行等が

溌初で，手形の割引や小切手制度の

利用が本絡的に木場で行われたの

は，明治27，8年ころといわれてお

ります。

明治の末葉には同業者仲間で組織

した木場銀行もありました。そうし
はたん

た銀行が，数次の恐慌で破綻したり

合併したりしたのですが，問屋自身

も金融的役割をしだいに失い，専門

化することで，生きる道を発見し，‘

統合し独占化した銀行から，土地，

家屋，商品等を担保として金融の道

を開いたといえましょう。

また"木材問屋"という言葉には，

多分にノスタルジアを感じさせるも

のがあり，大旦那，若旦那，番頭さ

んなど多数が，木場に昔から存在し

ていたとお思いでしょうが，昭和初

期の不景気の荒波はそんなイメージ

を吹き飛ばしました。当時としては

シェア競争に奔走した人や企業の苦‘

労のほうが私にはむしろ目に浮ぶの

です。

太田徳九郎氏の材木堀
一一一宇.
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ｰ一

一
つ
は
新
窯
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

紀
州
の
山
中
に
お
け
る
炭
焼
き
の
歴
史
は
古
い
。
江
戸

時
代
、
紀
州
藩
で
は
重
要
な
財
源
と
し
て
、
各
所
に
御
支

入
役
所
を
も
う
け
る
な
ど
、
木
炭
増
産
に
力
を
入
れ
た
と

い
う
。
だ
か
ら
樫
や
バ
ベ
（
馬
目
樫
）
な
ど
の
原
木
の
豊

富
な
山
で
あ
れ
ば
、
か
な
ら
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
、
か

つ
て
の
古
い
窯
の
跡
が
残
っ
て
い
る
。
古
窯
が
あ
れ
ば
、

新
し
く
掘
る
よ
り
は
は
る
か
に
労
力
が
少
な
く
て
す
む
。

ま
た
石
垣
の
石
や
土
な
ど
の
材
料
も
ほ
と
ん
ど
古
い
も
の

う
ち
い

で
間
に
合
う
。
窯
の
内
塗
り
や
天
井
に
用
い
る
土
は
、
む錐者が住む和歌山県西牟婁郡の野中の里

し
る
一
度
熱
の
通
っ
た
も
の
の
ほ
う
が
使
い
や
す
く
て
、

し
か
も
強
い
。
さ
ら
に
そ
こ
に
古
窯
が
あ
る
と
い
う
こ
と

は
、
な
に
よ
り
も
窯
場
と
し
て
の
適
地
性
を
証
明
し
て
い

る
。
新
し
く
窯
を
掘
っ
た
と
こ
ろ
地
下
水
が
湧
い
て
き

て
、
ま
た
別
の
場
所
を
探
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
さ
え
も

あ
る
の
だ
。

カ
ラ
谷
に
も
古
窯
は
あ
っ
た
。
が
、
そ
れ
は
下
方
の
街

道
端
で
、
昔
は
谷
の
全
域
の
木
を
そ
こ
に
集
め
て
焼
い
た

も
の
だ
ろ
う
。
だ
が
あ
た
り
は
す
で
に
杉
と
桧
の
植
林
地

や
雲

と
な
っ
て
お
り
、
わ
れ
わ
れ
が
手
に
入
れ
た
山
林
は
中
腹

か
ら
頂
上
に
か
け
て
に
限
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
そ
こ
ま
で

登
っ
て
新
し
く
窯
を
造
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。

さ
て
、
居
小
屋
を
つ
く
り
、
作
業
場
と
窯
場
の
予
定
地

で
あ
る
一
帯
の
林
を
伐
り
払
い
、
つ
ぎ
に
カ
ケ
ダ
シ
を
構

築
す
る
と
、
い
よ
い
よ
窯
掘
り
に
と
り
か
か
っ
た
。

紀
州
備
長
炭
の
場
合
、
ふ
つ
う
一
回
あ
た
り
四
十
数
俵

（
一
俵
は
十
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
）
を
焼
く
と
し
て
、
窯
の
大

き
さ
は
内
側
で
は
、
奥
行
十
尺
、
横
幅
九
尺
五
寸
、
胴
高

六
尺
五
寸
だ
が
、
外
廻
り
の
石
垣
を
ふ
く
む
か
ら
、
全
体

と
し
て
、
奥
行
十
五
尺
、
横
幅
は
十
七
尺
く
ら
い
を
掘
ら

ね
ば
な
ら
な
い
。
道
具
は
先
に
書
い
た
よ
う
に
、
ツ
ル
ハ

シ
、
カ
ナ
テ
コ
、
ゲ
ン
ノ
ウ
の
ほ
か
、
鍬
、
ジ
ョ
レ
ン
、

て
み
手
鍵
、
モ
ッ
コ
な
ど
文
字
通
り
手
作
業
で
あ
っ
た
。

ま
ず
根
っ
こ
を
掘
り
起
こ
し
た
。
そ
れ
か
ら
腐
葉
を
ふ

く
ん
だ
表
土
は
、
カ
ケ
ダ
シ
の
棚
の
上
に
敷
き
つ
め
た
。

父
と
私
は
そ
れ
ぞ
れ
鍬
や
ツ
ル
ハ
シ
を
ふ
る
っ
て
土
を
掘

り
、
モ
ッ
コ
に
入
れ
る
と
二
人
で
両
側
か
ら
ひ
き
ず
り
、

走
っ
て
カ
ヶ
ダ
シ
の
柴
の
上
に
ぶ
ち
ま
け
た
。

父
は
齢
す
で
に
七
十
一
歳
で
あ
っ
た
が
、
背
筋
は
ピ
ン

と
張
っ
て
、
仕
事
の
技
量
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
木
を
伐

っ
た
り
担
い
だ
り
の
腕
力
で
も
私
に
ひ
け
を
と
ら
な
か
っ

た
。
む
し
ろ
仕
事
の
主
導
権
は
彼
が
に
ぎ
っ
て
い
た
と
い

っ
て
い
い
。
と
い
う
の
は
炭
焼
き
は
父
の
仕
事
で
あ
っ

て
、
私
は
ふ
だ
ん
森
林
組
合
の
作
業
班
で
働
い
て
い
た
の

が
、
た
ま
た
ま
窯
づ
く
り
だ
け
を
手
伝
っ
て
い
る
に
す
ぎ

な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
父
は
居
小
屋
が
で
き
上
が
る
と
そ
こ
で
寝
泊
り
し

て
、
夜
明
け
か
ら
日
の
馨
れ
る
ま
で
働
い
て
い
た
が
、
ま

だ
二
十
五
、
六
歳
だ
っ
た
私
は
、
仲
間
や
娘
た
ち
と
の
つ

き
あ
い
に
気
を
と
ら
れ
、
陽
の
か
げ
る
の
を
待
ち
か
ね
て

里
に
出
る
の
だ
っ
た
。

、
、

昼
飯
と
や
つ
だ
け
は
父
と
い
っ
し
ょ
に
食
っ
た
。
ま
だ

な
室
な
裏
ち
や

木
の
肌
も
生
々
し
い
小
屋
の
囲
炉
裏
に
鍋
を
つ
る
し
、
茶

齢
ゆ粥
が
く
つ
く
つ
と
煮
え
る
あ
い
だ
も
、
私
た
ち
は
土
や
岩

と
終
闘
し
て
い
た
。
そ
し
て
食
事
、
口
髭
を
た
く
わ
え
た

気
む
か
し
げ
た
顔
の
老
人
と
、
父
親
に
似
た
ず
ん
ぐ
り
と

し
た
体
躯
の
若
者
は
、
ど
ち
ら
も
泥
ま
み
れ
の
ま
ま
上
が

り
か
ま
ち
に
腰
を
お
ろ
し
、
た
が
い
に
む
っ
つ
り
と
し
て

粥
を
す
す
る
の
だ
っ
た
。
や
が
て
食
事
が
す
む
と
、
も
の
の

五
分
も
し
な
い
う
ち
に
父
は
窯
場
へ
出
か
け
る
の
で
、
私

も
ゆ
っ
く
り
休
憩
し
て
い
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。

窯
場
で
は
表
土
を
徐
く
と
、
じ
き
に
赤
土
と
な
り
、
そ

れ
か
ら
岩
石
が
あ
ら
わ
れ
た
。
そ
れ
ら
は
大
事
に
扱
わ
ね

ば
な
ら
な
い
。
赤
土
は
窯
の
内
塗
り
や
天
井
張
り
の
土
と

し
て
、
ま
た
岩
石
は
胴
の
石
垣
用
と
し
て
必
要
だ
か
ら
で

あ
る
。
土
と
石
と
を
選
別
し
て
、
で
き
上
が
っ
た
ば
か
り

の
カ
ケ
ダ
シ
の
作
業
場
に
職
み
上
げ
て
お
い
た
。

昭
和
十
二
年
和
歌
山
県
で
生
ま
れ
る
．
林
業
労
働
に
従
鞭
す

る
か
た
わ
ら
文
錐
活
動
に
入
る
。
主
な
著
書
に
「
山
び
と
の

記
」
（
申
公
新
沓
）
、
「
山
に
楼
む
な
り
』
（
新
宿
書
房
）
、
「
山

ぴ
と
の
動
物
誌
」
（
福
音
館
書
店
）
が
あ
る
。
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あ
る
期
間
働
い
て
い
た
山
で
も
、
そ
こ
か
ら
離
れ
て
歳

月
が
過
ぎ
る
と
、
地
形
や
距
離
に
関
し
て
細
部
の
記
憶
が

あ
沖
重
い

暖
昧
に
な
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
実
感
し
た
。

カ
ラ
谷
は
い
ま
住
ん
で
い
る
家
か
ら
、
自
動
車
道
を
行

く
こ
と
約
三
キ
ロ
と
、
比
較
的
手
近
な
所
に
あ
る
。
道
路

か
ら
谷
を
三
百
メ
ー
ト
ル
ば
か
り
登
っ
た
所
で
、
父
親
と

私
が
炭
窯
を
こ
し
ら
え
た
の
は
昭
和
三
十
八
年
の
早
春
だ

っ
た
が
、
今
二
十
年
ぶ
り
に
そ
こ
を
訪
れ
て
み
た
。

あ
た
り
は
四
十
度
を
こ
え
る
急
斜
面
で
、
し
か
も
谷
は

し
ば
し
ば
岩
が
露
出
し
て
崖
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
道

は
、
二
、
三
度
谷
を
渡
っ
て
ジ
グ
ザ
グ
に
登
っ
て
い
る
。

そ
の
道
が
意
外
と
遠
い
。
杉
林
の
下
の
道
に
は
雪
が
ま
ば

ら
に
残
り
、
も
う
長
く
人
間
の
訪
れ
た
形
跡
は
な
く
、
蔓

や
イ
バ
ラ
に
妨
げ
ら
れ
て
、
し
ば
し
ば
難
渋
し
た
。
三
百

メ
ー
ト
ル
、
と
記
憶
し
て
い
た
の
は
、
じ
つ
は
垂
直
（
標

高
）
距
離
で
、
山
道
は
六
、
七
百
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
こ
と

が
わ
か
り
、
十
分
で
登
れ
る
と
思
っ
て
い
た
の
が
、
た
っ

ぷ
り
三
十
分
か
か
っ
て
汗
を
拭
く
始
末
と
な
っ
た
。

そ
れ
で
も
登
る
ほ
ど
に
、
か
つ
て
こ
の
道
を
通
っ
た
こ

ろ
の
足
腰
の
感
触
が
よ
み
が
え
っ
て
き
た
。
窯
や
小
屋

山
峡
の
譜谷
ｌ
炭
窯
づ
く
り
と

カ
ラ

ア
カ
ゲ
ラ

の
位
置
や
、
ま
わ
り
の
地
形
に
つ
い
て
も
記
憶
に
誤
り
は

な
か
っ
た
。

そ
こ
も
現
在
は
杉
林
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
急
斜
面
に

炭
窯
の
胴
ま
わ
り
の
万
垣
だ
け
が
坐
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ

ん
天
井
は
落
ち
て
し
ま
い
、
石
垣
も
上
部
は
崩
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
後
方
か
ら
土
砂
が
す
べ
っ
て
き
て
、
や
が
て

は
窯
全
休
が
埋
ま
っ
て
し
ま
い
そ
う
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
窯
の
石
垣
だ
け
が
急
斜
面
に
ぼ
つ
ん

と
残
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
こ
と
に
、
今
さ
ら
な
が
ら
自

分
で
驚
き
を
感
じ
る
。
窯
の
入
口
か
ら
前
方
に
か
け
て
あ

比
恥
と
こ

っ
た
炭
イ
ケ
と
灰
床
が
、
ま
っ
た
く
名
残
り
を
と
ど
め
て

び
ん
ち
襲
う
た
ん

い
な
い
の
だ
。
炭
イ
ケ
は
備
長
炭
を
窯
か
ら
掻
き
出
し
て

灰
を
か
け
て
消
火
す
る
と
こ
ろ
、
灰
床
は
そ
の
炭
を
選
別

し
て
俵
に
詰
め
る
四
坪
ほ
ど
の
作
業
場
で
、
窯
と
同
様
に

屋
根
も
あ
っ
た
。
ま
た
窯
の
左
手
に
は
木
寄
せ
場
と
い
つ

す
み
ぎ

て
、
炭
木
を
割
っ
た
り
束
ね
た
り
し
て
立
て
か
け
る
作
業

場
が
あ
っ
た
が
、
そ
こ
も
今
で
は
も
と
の
急
斜
面
に
戻
っ

て
い
る
。

そ
の
理
由
は
こ
う
だ
。

四
十
度
も
あ
る
急
斜
面
で
は
、
一
坪
の
平
た
ん
地
を
造

宇
江
敏
〔一）

勝

成
す
る
の
も
容
易
で
は
な
い
。
ま
し
て
岩
盤
で
も
出
て
こ

よ
う
も
の
な
ら
、
ツ
ル
ハ
シ
と
カ
ナ
テ
コ
と
ゲ
ン
ノ
ウ
程

度
の
道
具
で
は
、
大
変
な
労
働
を
強
い
ら
れ
る
。
そ
こ
で

カ
ケ
ダ
シ
と
い
っ
て
、
手
っ
と
り
早
く
斜
面
に
職
を
張
っ

た
の
で
あ
る
。

ま
ず
ホ
ウ
シ
と
い
っ
て
太
い
支
柱
を
何
本
か
立
て
て
、

そ
の
上
に
横
木
を
渡
す
。
横
木
に
は
根
太
を
乗
せ
、
さ

ら
に
丸
木
を
並
べ
た
上
に
柴
を
厚
く
敷
き
つ
め
る
。
や
が

か
塗
ば

て
窯
場
か
ら
掘
り
出
し
た
土
を
柴
に
か
ぶ
せ
て
踏
み
し
め

る
と
、
窯
の
入
口
か
ら
斜
面
へ
差
し
出
た
か
た
ち
の
、
棚

状
の
作
業
場
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

い
ご
や

居
小
屋
の
敷
地
も
同
様
に
し
て
造
成
し
た
。

山
中
で
炭
焼
き
を
始
め
る
場
合
、
ま
ず
こ
し
ら
え
ね
ば

な
ら
な
い
の
は
、
窯
場
か
ら
至
近
道
路
ま
で
の
山
道
で
、

そ
の
つ
ぎ
は
居
小
屋
で
あ
る
。
四
、
五
日
で
居
小
屋
を
建

て
、
そ
こ
で
寝
泊
り
し
な
が
ら
、
一
カ
月
以
上
も
要
す
る

炭
窯
の
柵
築
に
取
り
く
む
。
も
ち
ろ
ん
カ
ケ
ダ
シ
や
小
屋

の
材
料
は
す
べ
て
付
近
の
林
の
木
を
伐
っ
て
使
っ
た
。

居
小
屋
は
、
窯
の
右
手
に
三
十
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
離
れ

て
、
陵
線
に
近
い
所
に
あ
っ
た
。
谷
間
の
ほ
う
だ
と
落
石

の
確
率
が
高
い
か
ら
で
あ
る
。
今
、
そ
の
小
屋
の
跡
も
、

杉
林
の
下
の
た
だ
の
斜
面
に
か
え
っ
て
い
る
。
せ
め
て
使

っ
て
い
た
材
料
の
一
片
で
も
残
っ
て
い
ま
い
か
と
、
あ
た

り
を
探
し
て
み
る
と
、
栗
の
芯
だ
け
が
二
本
ば
か
り
見
つ

か
り
、
そ
れ
に
は
錆
び
た
針
金
が
巻
き
つ
い
て
、
わ
ず
か

に
人
工
の
跡
を
と
ど
め
て
い
た
。
ほ
か
は
す
べ
て
朽
ち
て

土
に
埋
も
れ
た
の
だ
。

カ
ラ
谷
の
仕
事
で
と
く
に
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は
、

窯
の
造
築
に
手
間
の
か
か
っ
た
こ
と
だ
。

そ
の
理
由
の
一
つ
は
急
斜
面
で
あ
っ
た
こ
と
で
、
い
ま
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その'内からも外からも風当たりは続いたが第24話

－公有林野整理統一事業による市町村有林の形成一

手束平三郎
（林政総合捌悲研究所腿蛎腱ノ

農林省と商工省の分離直前，大正13年12月に

第22話以来の平熊友明が山林局長に就任しまし

た。おりから今日の市町村有林形成の基礎となっ

た公有林野の整理統一事業(第18話)が公有林野

官行造林事業(第21話）という有力な応援隊を得

て，ますます強力に進められ，連年の統一実績は

10万町歩を越える状態でありました。しかしなが

ら，統一策発足の明治43年以来，省内の農務局

筋や，農政・法律・社会各分野の学者からの批判

は依然として続き，まずい例では訴訟ざたになっ

て当局側が不利となることさえありました。

このような状況下で就任した平熊は，思い切っ

たひとつの人事を行いました。14年4月，この政

策に対する批判派であった村上富士太郎を，統一

事業を担当している公私林課の主任事務官（現在

の総括課長補佐）につけたのであります。課長は後

に「入会公権論」で学位をとったほどの理論家佐

藤百喜，担当主任属は手も八丁口も八丁で実践の

場数を踏んだ遠藤治一郎でしたから，平熊として

は安全装置をつけたつもりだったのでしょう。そ

して，村上就任後間もなく，彼と遠藤と2人だけ

を局長室へ呼んで，この事業に関する討議検討を

行い，これが延々と4日間にもわたりました。平

熊は山林局育ちとはいえ，地方林政関係に未経験

だったこともあり，慎重を期したものと思われま

すが，今までの話での印象とは別に，なかなか良

心的な一面を備えていたことがうかがわれます。

村上富士太郎は大正7年卒の法学士，大阪大林

区署林務課長（現在の総務部長）からの転任でし

た。この人は後に林政課長，大阪営林局長などを

歴任して昭和13年に山林局長，退官後は戦時中

の日木社の社長になりますが，省内事務官仲間の

公有林野政策批判派の意見に共鳴したか，学生時

代に末弘嚴太郎博士(東大法学部）の説に傾倒した

か，おそらくその双方じゃなかったかと思われま

すが，日ごろこの仕事については批判的な意見を

表明しておりました｡後の林政課長当時，営林局

長会議の講師に統一反対の論陣を張っていた小野

武夫博士（農経学社,元帝国農会嘱託）を呼ぼうとし

て物議をかもしたぐらいで，後に山林局長として

この政策を打ち切る巡り合わせになります。

片や遠藤治一郎は戦後に入会権論で学位を取り

ますが，明治38年木曽山林学校卒，滋賀・島根

・鳥取・新潟各県を経て，大正11年に山林局入

りして係主任属になり，自信に満ちた仕事ぶりが

しだいにその名を全国の統一事業関係者の間に広

めつつありました。

今は説明するのも気が引ける感じですが，当時

の中央省庁の職員の待遇や仕事上の地位の進度に

ついては，高等文官資格の事務官が特急の一等

車，大学出の技術官その他が普通急行の二等車，

専門学校出が鈍行の三等車，その他は貨物列車と

いわれたほど差別のあった時代ですから，実業学

校出の遠藤が，30歳代にして中央のひとつの重要

施策を実質的にとりしきることは，まことに破格

の栄進だったのであります。

平熊が，佐藤課長をぬいて村上と遠藤の2人だ

けを呼んで討議したについては，1対1で代表的

な推進派と批判派を存分に議論させて自分は聞き

役にまわり，問題の要点を自分なりに的確につか

‐竺込---･塑自＆一一己－壱・・と一奉示1 ~ 一 ’ムーー…1
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’ ’ものがたりり泡せいし燭黄
砂

･
、

造林に同意したものとでも申しましょうか。

平熊そんな蕊取決めはどうなんだ。無効の疑も

あるんじゃないか。

村上そうですよ局長。大体法律の正しい執行を

任としなければならない行政庁カミ，効果の疑わし

い裏契約を黙認するどころか，蔭でその知恵をつ

けるなど言語道断じゃありませんか。

平熊早速始まったね。どうだ遠藤君。

遠藤私は法律をまともに勉強したことはありま

せんが，世の中を全部法律で律することができる

なら役人にとってこんな楽なことはない。しかし

そうじゃないからこそ極楽とんぼじゃ勤まらない

んだと日ごろ思っています。キチンと守られる見

込のある約束かどうか，その見分けがつかなくち

ゃ統一の指導はできません。

平熊まあ待ちたまえ。村上君は省内ではかくれ

もないこの政策の批判派だが，君の最も根底をな

す考え方は何か，それをまず話してくれないか。

村上第一に法律的見地から根本的に無理がある

ということです。もともと明治15年（1882年）

までの林野の官民有区分の際に，村持山として入

会利用の実績のあったものが村有とされたが，そ

れは22年の町村制による数村合併以前の|日村即

集落のものとされたのである。新村はもともと農

民の生活共同体じゃない。だから旧村が寄り合っ

て行政上の自治体として育てればよい。しかしそ

のために旧村即集落の財産を，性格の違う新村の

所有にしなくちゃならんという理屈はない。だの

にそれをそうさせるという意志を行政庁が持つこ

とは，法律上無理な筋を強行させることになるわ

けです。言いかえれば，平和な農村にいびつな法

律問題を行政が持ち込むことになります。

平熊ひところ末弘巌太郎さん（東大法学部教授）

がそんなことを雑誌に書いていたのを読んだこと

があるが，君は学生時代に習ったんじゃないか。

村上習いましたがこれは受売りじゃありませ

ん。私の持論です。

|‘ー喝
＆里吟弧鯏』

ず二1り、串。

』

．。’

村 上富士太郎遠藤治一郎

耐上健介氏，遠藤鎮雄氏提供。ともに山林局時代のもの）

もうという意図をもったからにほかなりません。

そこで，この時の長い討議検討のやりとりの中，

冒頭にあったと思われる基本的総論的な議論の部

分について会話構成をしてみまじよう。

＜時：大正14年4月場所：農林省山林局長室＞

（木挽町の庁舎が震災で焼けて，このころは大手町の

仮建築に移っていた。ここが20年の戦災まで続いた）

平熊今日，私が特に君たち2人を呼んだのは，

公有林野の整理統一策について，私の納得がいく
た渥きたん

まで疑問を質し，また今後の進め方について忌偉

のない意見を聴したいという趣旨だから，承知し

てくれたまえ，個人的見解にわたっても一向にか

まわない。まず今までの実績はどんな具合だね。

遠藤はい･前年度末見込で統一の総面積144.4

万町歩，うち無条件51.9万町歩，条件付92.5万

町歩になります。また，統一に付随する入会権や

共同使用権の整理もほぼ順調に進んでおります。

平熊条件付の内容は8年の通達どおりかね。

遠藤そのとおりです。所有名儀は町村として登

記するが，一定の区画については，集落の共同使

用を認めること，場合によっては一部を共有名儀

の私有林にするとか，集落の社寺に寄付するこ

と，町村が造林した場合に集落が一定割合を分収

することなどです。官行造林の場合でも，国の契

約相手は町村に限られますが，収種分収について

町村と集落とが裏取決めをすることがすでに生じ

ております。これは“条件付”を条件として宮行

、身▲＝字~洗凹輻一.…戸包一 aoI一｡－－の一一

〃〃一

‘ロコー。．ま．甲･可.伊可。．．g毒・テー 缶舎も■
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言ったって，心から納得するはずがない。言うこ

とを聞くのは役人がこわいからだ。

遠藤帝国農会の小野武夫博士が4－5年前にそ

んな趣旨で二度も『地方行政』誌上に書かれたの

で，私は新潟県庁時代その都度反論を載せたのは

ご存知でしょう。農民の生活は私も山育ちだから

肌で知っていますが，小野さんの論説の筋は要す

るに旧慣を大切に守れということなんで，農民は

善人，よそ者は悪人，改革は悪人による善人のた

ぷらかしだという型が彼の人の話を情緒的扇情的

なものにしていると思います。しかし実際には農
ごうつくばり

民にも業突張がいるし，よそ者でも話のわかるの

がいる。そう書いたらおもしろくないんですね。

大体あの人は永小作権のことが専門で，入会山の

事にはあまり深くないんじゃないかと思います。

たくさんの農業や農村関係の著書があるのに，入

会権についてはまとまったものが一冊もありませ

んし，大正6年に『国民経済』誌に書かれた“日

本の部落有地”と，3－4年後の『地方行政』誌

の論文が同じ事の繰り返しで新味がありません。

平熊そうかね。とにかく君が反対論の論旨をよ

くわきまえているのはよいことだ。時に村上君は

東京生まれの東京育ちだが，どこかでこの仕事の

現場を見たことはあるの。

村上大阪大林区署時代に宮行造林契約勧奨のた

め局員や島根県の駐在員と同道で村へはいったの

ですが，集落総代はなかなかうんと言わない。村

長は全く役所まかせ。説得は延々と深更にまで及

びましたが，同行者の話のネチネチとくどいのに

全く耳が描くて聞くにたえないくらいでした。

（第24話つづく）

遠藤未弘さんの説は私も承知していますが，昨

年出された本では整理統一そのものには反対じゃ

なくなっていますね。あの方も近年洋行してきて

から考え方に幅ができてきたと聞いています。要

するに村持山に対する集落の権利は総有的な私権

であったんだということをよくわきまえて，行政

処理に誤りなきを期する必要があると言っている

わけですから，結局は手続きを慎重にすべき問題

と解してよいと思います。私どもは納得づくでや

るわけだから精神は同じでしょう。

村上山林局は公権説じゃないか。

遠藤開き直られればそうなります。特に裁判で

はね。でも，昔はいざ知らず，今時公権説をふり

かざして指導するのはよほどの駆け出しです。

平熊遠藤君個人は何説なんだ。

遠藤私は公権説です。しかしここだけの話なら

私は議論しても果てしがないし，実益のないテー

マだと思っています。私の経験上，統一の話がつ

くつかないは，大方その議論には無関係だから

で，裁判ざたになるのは指導の失敗事例です。

平熊議会の議決のほかに，私法上の承諾文書を

作らせるという処理案についてはどうなんだ。

遠藤一般的に必要とは思いませんが，話がつい

ても若干不安の残るケースについては，考える余

地があるかと思いますので，検討しております。

平熊それならいいだろう。法律問題はこのくら

いにして，村上君のそのほかの考えはなんだ。

村上問題は村持山の有り様について，指導と称

する役人の干渉です。農民はどうするのが最も好

ましいかをよくわきまえている。だのによそ者が

権力を傘に百年の大計だからああしろこうしろと

「日本林野入会権論」昭32,林野共済
会。同｢私の公有林野整理史」昭35,林
野庁代謄写。末弘巌太郎「農村の法律問
題」大13,改造社。北条浩「林野法制

の展開と村落共同体」昭54,御茶の水瞥

房。戒能道孝「入会の研究」昭18，日本
評輪社などである。

学講座において，初代教授の川瀬善太郎
は公権説。2代目薗部一郎，3代目島田

錦蔵は私権説。法学部教授では末弘巌太

郎が私権説，中田薫が公椛説，美渡部迷
吉は佐藤百喜の「入会公権論」による学
位取得を斡旋した。また，戒能道孝職師
（後都立大教授）は末弘の弟子で私椛脱
である。

注4：本話の参考文献は，連膜治一郎

注1；日木社は日本木材統制株式会社
の略称である。
注2：集落という言莱はこの当時官庁

で用いられていなかったが，本稲ではこ
れを用いた。

注3：入会公椛脱は入会梅の主体が町
村またはその一部（旧村など）たる法人

にありとし，入会私椛脱はそれが関係住
民の総体にありとする。東大農学部林政

･氏勇二幻、－＝－ナモニニ色罰q・■f・‐－一F・』戸凸＆一圭遼旦凰どく一一つ．可、-島弄べ。一旦‐・ヱ詞一望唾…ナ冒理＝再一垂垂・岳』”一二÷錘ロー-悔‐堅電･‐1
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試験

肢 術惰廟
※ここに紹介する痴料は市販されない

ものです。発行所へ頒布方を依頼する

か，頒布先でご覧下さるようお願いい

たします。

’'''''''''1I

昭和56年度林業試験研究報告書

林野庁

昭和58年3月

本報告書は，都道府県林業試験研

究機関が国の助成を得て実施した研

究の成果報告であり，以下の3課題

の研究成果が収録されている。

口複臓林施業における林内人工更新

技術に関する研究

複屈林施業におけるスギ，ヒノキ

等の下木植栽，保育密度調整に関

する試験調査。

口複周林施業における集材方法の機

械化に関する研究

複層林施業を伐採搬出作業の面か

らとらえ，様々な要求に対応できる

作業方法を検討。

口山腹既施工地の植生遷移および追

肥の効果についての研究

劣悪荒廃地における植生遷移の実

態把握，山腹工施工後の一次緑化形

成の維持，強化方法および林地化促

進のための二次緑化への誘導方法に

ついての検討。
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昭和58年度

農林水産試験研究年報

農林水産技術会議事務局

昭和58年12月

本年報は，全国農林水産関係試験

研究機関の研究活動の現状を網羅し

たもので，「農業編，林業編・国立」

「農業編,林業編・公立｣および｢水

産編」の3分冊で構成されている。

「農業綴，林業編・国立」

＜腿業編＞

第1章農業関係部門別試験研究の

・概要

第2章試験研究機関における試験

研究の概要

第3章助成事業による大学民間等

の試験研究の概要

く林業編＞

第1章国立林業試験場における試

験研究の概要

第2章助成事業による都道府県等

の試験研究

「農業編，林業編・公立」

＜農業編＞

第1章試験研究課題一覧

第2章試験研究業績一覧

く林業編＞

（内容は農業編に同じ）

「水産編」

第1章水産関係試験研究の概要

第2章国立水産関係試験研究磯関

における試験研究の概要

第3章助成事業による都道府県等

の試験研究の概要

第4章公立水産関係試験研究機関

の試験研究

研究成果141ヨ階伐施業に適

した伐出技術に関する研究

農林水産技術会議事務局

昭和57年7月

本研究成果シリーズは，農林水産

技術会議が関係試験研究機関の協力

を得て推進した特別研究，別枠研究

等の最新の成果を逐次刊行している

ものであり，ここに紹介するのは，

そのひとつで国立林業試験場が中心

となって推進した研究の成果報告で

ある。

従来，木材の生産は，皆伐方式が

主体をなし，搬出技術もこれに適し

たものとして開発が進められてき

た。しかし，近年，諸般の事情から

択伐，小面積皆伐，間伐等のいわゆ

る非皆伐施業が重要性を増してきて

おり，これらの施薬に適した新しい

伐出技術の開発が急務となってい

る。この研究では，わが国の急峻な

山岳林における伐出方法として最も

適用範囲の広い架空索集材，特に林

内移動性と省力的見地から自走式リ

モコン集材，環境保全的見地から有

効と思われるバルーン集材法を取り

上げている.。具体的内容は以~ドのと

おりである。

第1章簡易索張り方式

1．自走式リモコン集材機の開発，

2．安全性の検討，3．自走式リモ

コン集材機を使用した伐出技術の確

立

第2章パルーン集材方式

1．気球の形状，2．浮揚ガス・気

のう材料，3．気球結柵法及びバル

ブ機構4．気球集材方式，5．山

地における風の特性，6．気球集材

試験研究解説シリーズNo.8

松くい虫の被害と防ぎ方（改訂

版）

京都府林業試験場

昭和58年3月

木解説シリーズは，林業関係者は

もとより一般市民にとっても影響の

大きい，あるいは関心の強い問題に

ついて，京都府林業試験場の研究担

当者が，わかりやすい解説を加えた

もので，これはその最新刊である。

具体的内容は以下のとおり。

1.マツ枯損の原因

Ⅱ、マツの枯損機構

Ⅲ、最近のマツ枯損

Ⅳ，マツ枯損の防除法

V.研究の現状と今後の方向

林業技術No.5051984．4
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農材鶏

林野三法国会提出

いて，樹木の持分の対価および育林

費用を国以外の者に支払わせ，その

育林による収益を国および費用負担

者が分収することを内容とする分収

育林契約を締結することができるこ

ととする。

イ．分収育林契約の目的たる樹木

は国と費用負担者との共有とし，そ

の収益分収の割合は，樹木の持分の

割合と等しいものとする。

ウ．分収育林契約の目的たる樹木

については，共有物の分割請求はで

きないこととする。

林野庁は2月22日，国有林野事

業改善特別措臘法の一部を改正する

法律案，国有林野法の一部を改正す

る法律案，保安林整備臨時措置法の

一部を改正する法律案，いわゆる林

野三法を今国会に提出するとして，

その内容を公表した。各法律案の骨

子は次のとおり。

イ．国有林野聯業特別会計法第5

条第1項に規定するもの（造林費，

林道設置磯等の事業施設費)のほか，

改善期間において，職員の退職手当

の財源に充てるため借入金をするこ

とができることとする。

ウ．イの借入金の利子の支払いに

必要な経費の財源に充てるため，改

善期間において，一般会計から国有

林野事業勘定に繰り入れることがで

きることとする。

2．国有林野法の一部を改正する法

律案

ア．農林水産大臣は国有林野につ

3．保安林整備臨時措置法の一部を

改正する法律案

ア．保安林の計画的な配備，民有

保安林の国による買入れ，交換，強

制買収等の従来の措樋は，継続実施

することとする。

1．国有林野事業改善特別措置法の

一部を改正する法律案

ア．現在，昭和53年度以降10年

間とされている改善期間を昭和59

年度から昭和68年度までに改める。

M函顛画一凸珂唾…‐＝マニー卒一一…・均一唖＝ー ､■。・茸仙■一一李一自画 垂一群一弓一一一一万＝＝勇一r＝一三・国一手ご-ﾏでﾆｰｰ解,白’

厳齢にみる:醗鍼赫業I
堅調な特用林産物

生産

特用林産物生産額等の推移
近年，木材需要の停滞，林業経営

費の増嵩等により林業生産活動が停

滞の度を深めている中で，国民の食

生活の多様化等もあって，食用きの

こ類を中心とする特用林産物の生産

は，拡大基調で推移してきている。

また，林表（5～500ha)1戸当た

りの林業粗収益に占める特用林産物

(きのこ収入)の割合も57年には33

％と年々その比率を高めてきている

（図参照)。

特用林産物の生産は，その大部分

が山村において行われており，農林

業以外に有力な産業が少ないとの地

域の重要な産業として，地域振興に

(1意円） （％）
|特用林産物生産額’

|きのこ生産の林業粗収益に占める割合1へ

生3‘0 〔
林
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益
に
占
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合
〕

０
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３
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溌料：腱林水産省「林家経済調査｣，林野庁業鞭資料

I甲、。 △_やz恥、､ー可w~さ■唾｡q『季……■二一 全竺・2重、毎紺＊ー 一申…＝＝奎碧且恥写＝． 一一白可＝一一,と確泡,F画再琴孟産毒霧弓一一一一一句一一沁・一再＝一電｜
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イ．保安林の犠能の発揮を確保

するための措腫として，所要の規

定を整備することとする。(ｧ1特定

保安林の指定･…･･農林水産大臣は

保笈林盤備計画に基づき，指定の

目的に即して機能していない保安

林を特定保安林として指定するこ

とができる。(ｲ)地域森林計画の変

更…･都道府県知事は地域森林計

画の対象の民有保安林が特定保安

林として指定されたときは，当該

地域森林計画を変更し，特定保安

林について，要整備森林の所在，

要整州森林についての造林等の施

業方法および時期に関する事項等

を定めるものとする。Iｳ)協議の勧

告，立木の伐採許可の適用除外に

ついての規定の整備を行う。

ウ．本法の有効期限を10年間

延長し，昭和69年4月30日まで

とする。
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戸
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鱸
して雑府の茶の湯炭として買い上げ

られていたという。藩では直営製炭

を行い,専売制を設けたといわれる。

上総町郷土史には，「藩では製炭を

行うとき，人夫を亀山郷内から徴用

し，山小屋を建てそこに泊り込みで

受持の窯をもたせて焼かせた。これ

らの炭焼人夫は山奥に一人で住み，

製炭職を割当てられた。さらに山中

の要所には関所を設け，刀をさした

山番人が監視に当たった」という。

生産された炭は山から小櫃川のほと

りまで人肩や馬で運び出され，川を

筏で下し，木更津から江戸まで海上

を舟で巡搬されたという。「多い時

には年間25,000俵にも達した」こ

とが記されている。その後も木炭は

重要な生活資源となり，昭和30年

ごろまで生産が続いていた。

伊豆地方の製炭技術を上総地方に

伝え，御用炭として名声を博するま

でに至った基礎を開いた人として

「どがま半兵衛」は長くこの地の人

の心の中に生きていたのである。

（筒井廸夫）

言千葉県君津市亀山に「どがま半兵
＝

三術｣の石碑がある（写真)。今から
＝

＝

言250年ほど前にこの地方に住んで，
＝

三木炭生産の指導に当たった常謹半兵
＝

冒衛の記念碑である。半兵衛は伊豆に
＝

舅生まれ,幼いころから家業の炭焼き
＝

＝

言を手伝い，長じた後，房総の地に渡
＝
＝

三り，炭焼き場の適地を探してこの地
＝

言に定蒲したという。それまでこの地
＝

言方では，山地の平らな場所に直径4
呂

冒～5mの”膠の穴を堀り（ホーロク
三

三と呼ばれた),そこへ下刈りの笹や枝
＝

三をならべて火をつけ,火力が強くな
＝

三つたころに炭材を投げ入れ，これが
＝

言盛んに燃えて煙の出なくなったころ
＝

皇を見はからって土をかけて消し,冷
言

言えてから炭出しするという方法がと
＝

=られていた｡いわゆる「消し炭｣を
＝

＝

言つくっていたのが長く続いた製炭の
＝
冒

昌やり方であった。この炭作りの方法
＝

三を改めたのが常盤半兵衛であった。
＝

＝ ど‘力唾

言彼は吐窯式」と呼ばれる窯を築
言

言き，硬度と持続性にまさる白炭をつ
＝ くるり

薑くった。この地方の炭は「久留里
＝

三ずみ

冒炭」の名で佐倉炭とともに江戸市場
＝
＝

ごようずみ

言に名をはせていた。とくに御用炭と
＝

三

ロ垂舞■…写些穴五台41．'剣画4劃糎戸一・＝窪一一1

大きな役割を果たしている。また，

きのこ類に代表される特用林産物の

生産は，他の作目との合理的な組合

せによって，腱山村地域の資源や労

働力の効率的活用が図られるなど，

農林家の複合経営の貴重な作目とし

て経営基盤の安定に役立っている。

しかしながら，生産体制は現在な

お整備途上にあり，今後，さらに，

①しいたけ原木等特用林産資源の造

成や路網の形成等の生産基盤の整

備，②需要に的確に対応する供給体

制の確立，③技術開発の促進と普及

活動の強化，④流通・加工の近代化

などを推進していくこと力食必要とな

っている。
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側の奥に造られた「へや」と呼ぶ居

間への通路にもなっている。

仏への普段の勤めは，2畳の仏間

で済まされたと推測できるが，祖先

の命日などの法要は，客座敷との間

の襖を左右に開き，集まった一族縁

者は客座敷に座り，奥の仏間の僧呂

の読経を聴きながら，仏間の奥の仏

を拝することになる。仏や祖先の霊

位と家人縁者とを，左右に開いた襖

で隔て，荘重な法要の雰囲気を生む

効果を持っている。旧野原家の仏間

も大体に同じ造りであり，旧山下家

のは仏間が広く，仏間として独立し

た姿に整えられている。

昭和初期以前の一戸建の家屋に

は，たいてい仏壇の置場所が造ら

れている。合掌造りの仏間について

は，浄土真宗の盛んな土地がらの熱

心な信仰心によると，説明されてい

るが，それとともに現在の住宅造り

とは異なる，家すなわち血族の基盤

母仏間のある住宅モデル

デザイン・建築設計家滝沢隆

（禁無断利用)’

｢仏間のある住まい」
と，合掌造りで有名な岐阜県大野郡

白川村にあった旧山下家（19世紀

初建）とを合わせ，3軒の合蝋造り

が移築されている。

合掌造りに共通する椛造に，仏間

がある。例として，旧江|句家の仏間

を説明すると，入口から屋内に向か

って，表庭側の奥に「おまえ」と呼

ぷ客座敷があり，客座敷と襖で仕切

られた奥に，2畳の畳敷と仏埴の霞

場所がある「仏間」が設けられてあ

り，畳敷の場所は客座敷から，裏庭

旧江向家(18世紀初建,富山県東

砺波郡上平村より川崎市，民家園に

移築）は，村頭を務めた農家で合掌

造りである。川崎市の民家園には，

富山県東砺波郡利賀村の中級農家で

あった旧野原家（18世紀中期趣

■
日
日

一

日 麓

諺ツ、堂 九

、､、
旧･江向家の合蝋造り

のである。

現在，日本の森林土壊の鯛査で

は,BA,BB….…といった土壌分類

によって実行している。この方式

は，著者が東北のブナ天撫氷下の土

壌を研究した成果によるものであ

る。アカマツ林ならともかく，常識

では考えられないとおもうブナ林下

で，ヨ鰐に乾燥した土壊があること

を認め，意欲的にこれを追求してい

る。当時の学生が調査の手伝いで随

行した折，雨が降り出すと“さあ出

発だ”と尾根の上に登らされ，雨の

中でも土壌が乾いているのを見て悦

に入っておられたと今でも話題にな

っている。現今は，その原論文に目

を通す人も少ないであろうし,BA,

BBという名称の元は著者のもので

あることを知らない世代へと変わり

つつある。本書によって，原著の精

神を十分に読みとることができるで

あろう。

また，この書の中央に半ば以上に

わたって,著者の見聞,弟子や後輩の

人たちの成果や諸観察を挙げて見解

を述べてある。まさに"森に学ぶ"の

とおり，森にみられるあれこれを楽

しく，興味深く読ませてくれる。も

ともと著者は実践的な森林立地の研

究者である。一つ一つの現象観察を

ゆる力§せにしないのみならず，一般

には，一連の研究の中で例外的なも

のは除外したくなるものであるが，

これこそを意義のあるものとして大

切にされる。前述のBA型土域もそ

の一つであろう。ここに取り上げて

論じられているのも，先入観を排除

し，現地の観察を出発点とすべきで

闘呪語冊

大政正隆著

森に学ぶ
東京大学出版会

〒113束京都文京区本郷7=3-1束大稚内
(e03-811-8814)

B6判・204頁
定価980円

恩師大政正隆先生は1900年生まれ

と聞いている。表題の著書は，この

高齢を克服しての労作である。普通

大学停年後の著作といえば，回顧

談，人生余録といった随錐集をよく

見受けるが，この本は全然その趣を

異にし，科学的な意見を開陳したも

林業技術No.5051984.4



確立の意義があったと思う。

それは，家が建主1人のもので

なく，祖先も含め子々孫々までの

一家一族(分家派生もあるが)のも

のであり，また，建主は自分が子

々孫々の心の中に，祖先の1人と

して，この家を建てた者として，

永久に生き続ける自身の生命の無

限性に思いを致したのであろう。

このような，家とともに永存す

る自己への思いの凝結が，仏間の

実現となったはずである。

したがって，仏間は家中で最も

大事な場所として，一族の心のよ

りどころとして，木造の清浄な雰

囲気を砿し出すよう工夫されてい

る。

我々の祖先は，1分1秒でも長

い肉体の存続を願うのではなく，

子孫繁栄の土台を造ることによっ

て，子孫の心の中に自己の生命の

永久性を確立する－そんな生命

観に基いて，家造りも実行したに

違いない。

あり，これが自然科学の研究の基本

であると強洲したいためのものであ

ろう。

最終段階に至って生態系論への批

判へと進んでいる。生態系論で用い

られている用語も法則化しようと

する思考，数．通・摸式を主とした

表現手段，証明のための資料の活用

の仕方等々，どうにも我慢がならな

いとでも言いたげな内容である。生

態系論の時代ともいえるこの学問に

一石を投じる思い切った書である。

"森に学ぶ"の数々もこれに至る伏線

であろう。

以上の意味において興味中心で読

まれるもよいし,また,若い研究者や

学生諸君は自然を学ぶものの初心と

して，いわゆる教科書でない教科書

として必読されることを切望する。

（日本林業技術協会稿本与良）
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Ir三だ彗川

緑と緑地

近ごろ，特に都市化が進んでいる

都市周辺地域では，いままでの蝋か

な緑地，それも主体をなす林が，宅

地化や道路，工場の建設等により激

減し，庭園木や並木，小公園等ささ

やかな緑に変わっていく。

最近ある新聞に，東京都の西端，
ぶつさ

奥多摩の入口にある福生市の教育委

員会が，宅地化や基地化のため，武

蔵野の豊かな緑が，どのように変わ

ってしまったかを調べるため，6年

がかりで行った市内の植生調査の結

果がのっていた。

私もこの市の近くで生まれ育って

きたこともあって，時々帰るが，そ

のたびに感じることは，最近の変り

方があまりにもはげしく，特に武蔵

野特有の雑木林が現在ではまったく

といっていいほど消えてしまったこ

ともあって，この記事に興味をもっ

た。

市教委の調査によると，昭和12

年当時は，この地帯は典型的な畑作

農業地帯で，市内全域の89％は林

や河川敷，田畑などの緑地で占めら

れていた。それが戦中，戦後の陸軍

多摩飛行場や米軍横田基地の建設，

急激なベットタウン化で，昭和24

年には61影に，昭和51年以降は17

％へと，豊かな緑地は激減してしま

い，なおその減少は続いていて，特

に林地は現在では段丘崖や玉川上水

沿い，多摩川河川敷の一部など，ご

く限られた部分に，点状かせいぜい

線状にとり残されている程度で，そ

れは市域のわずか4％になってしま

ったという。

植物も古来の自然の生態系を残す

林地の激減が，セイタカアワダチソ

ウやオオブタクサなどの帰化植物の

繁殖，古来の草木の衰退の大きな原

因ともなっているし，特に緑地の主

体をなしている林が，基地建設のた

め伐採され，ほとんど失われてしま

った。この地域は市内では最も武蔵

野らしい地域で，林を構成する植物

群も豊富な所であったという。また

この地域での草本類は，1年生や2

年生の種が多く，世代交代が短期間

に行われるだけに，環境条件の変化

が，植生の上に敏感に顕在化してい

るとし，跡地があってこそ，多様

な草本類が安定的に生存することが

改めてわかった。福生市の緑の減少

ぶりは，多摩地区全体の象徴的ケー

ス」との委員の話しで結んであっ

た。

これからも宅地化や工場の進出等

開発によって緑地が，それも主体と

なる林という緑地が減少していくと

いう大きな時の流れを，押しとどめ

ることはなかなか困難であろう。し

かしそうした流れの中でも，みんな

が身近な自然，緑地の大切さを理解

し，失われてからつくる緑より，失

われる前に自然の緑を守り育てる努

力をし，運動を進めることがこれか

らはより重要ではないかと思う。

(S.S)

この欄は編集委員が担当しています
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非皆伐施業における伐出作業の

体系化に関する研究(1)－国有

林における伐出作業の実態につ

いて

三重大農飛岡次郎

日本林学会誌66－2

1984年2月p.72～76

非皆伐施業における伐出作業を実

態に即して体系化し，最適化するた

めの作業システムの設計を目的とし

て，国有林の直営事業地*における

伐出作業の実態を調査し検討を行っ

た結果"次のことが明らかになった。

(1)天然林では択伐が主体である

が,その方法は多様であり,人工林で

は単木的な間伐方法によっている。

(2)天然林における伐出作業工程の

タイプは，トラクタ型の全幹材方式

が主体で，一部の急傾斜林分でのみ

集材機型が採用されており，平均林

地傾斜が50～80影付近で両者は類

型化される。人工林では，集材擬型

の普通材方式が主体で，平均林地傾

斜による伐出作業工程の類型化は現

段階では困難である。

(3)今後多様性をもつ本作業の伐出

作業を体系化し，最適化するために

は，主要伐出作業工程に対応した労

働生産性を指標とし，作業条件因子

を要因とする伐出作業システムを設

計し，各作業システムの労伽雄産俳

を最大にするための検討を実態に即

して行う必要がある。

＊調査地は天然林については北海道・
帯広・函館営林(支)局管内の“区
域，人工林については秋m・名古屋
営林局管内50区域である。

休業技術No.5051984．4

単板片積層材の内部構造と曲げ

の性質

九大農又木義博

木材工業No.444

1984年3月p.17～21

低質丸太からの乱尺で寸足らずの

単板屑の有効利用の一法として，単

板片積層材を考案し，単板片の形状

寸法，配列様式，層構成および熱圧

時の圧締圧力と製品材質の関係を検

討している。この研究においては，

主要因に基づく内部機造の形成と主

な機械的性質である静的曲げ，特に

曲げにおける単板片間の継目部分の

変形挙動について明らかにした。

厚さ1.5mm以下の比較的薄い単

板片を重合せ配列した積層材では，

熱圧における圧締圧力の効果がよ

く，変形固定のよい内部構造が形成

され，優れた曲げの性質を示す。

それより厚い単板片の識成では突付

け配列のほうが重合せ配列より曲げ

の性質がよい。特に，薄片・重合せ

の表層と厚片・重合せの芯層とのサ

ンドイッチ構造ならびにクロスバン

ド構造では，厚片・重合せのみの積

層材にて現れる曲げにおける引張側

最外縁での平板片端部のはく離進行

によって生ずる異常変形ひずみが著

しく消去され，曲げの性質が向_上す

る。

カンパ類を主とする再生林の空

中写真による材積推定

林試．北海道支場小木和彦

北方林業No.420

1984年3月p.15～17

林分の取扱いのもとになる単木の

樹冠幅や樹高あるいは材較などを，

空中写真の判読によってどの程度ま

で推定できるかを，天然生のウダイ

カンバを対象に検討した。

空中写真上で樹冠直径と樹高を判

読し，地上測定値と対比させて回帰

関係を求めると，2つの因子はとも

に地上測定値より過少傾向ではある

が，対応は良好であった。

また，単木の材積も樹冠直径と樹

高の写真判読値を変数とする，写真

材積式によって糖度よく推定できる

見通しが得られた。

広葉樹林の中でも，特に再生林は

うっ閉度が高く，閉鎖林分での写真

像と地上の単木対応は難しい。した

がって，中・下層木を含めた林分に

ついての推定では，当然修正が必要

となる。空中写真と地上調査を併用

して，林分単位で広葉樹の樹冠長，

樹冠表面積などの特性を効率的に推

定する方法を検討したいとしてい

る。

モニターテレビを利用した先山

荷掛作業の改善

水戸営林署酒井孔三ほか

スリーエムマガジンNo.276

1984年3月p.2～9

大きな災害は，その大部分が製品

生産事業，中でも伐倒作業と集材椴

集材の荷掛作業に比較的多い。先山

荷掛作業では集材機運転手が直接，

目で確認できないままに，通信機に

よる合図だけで操作する点にある。

そこで，集材機運転者が荷掛者を



直接目で確認できない集材作業現場

に，モニターテレビを配置し，荷掛

作業の状況等を確認しながら集材機

を運転操作することのできる作業の

システム化について実験を行った。

以下，開発の経過，システムの概

要，機器の構成，機器の概要，設置

作業，操作法，実験の結果，考察な

どについて解説している。

今後の課題として，情報の精度を

高めるためのモニターテレピのカラ

ー化，移動を考慮した軽量化，架設

作業の省力化のためのケーブルの改

良等について検討を加える。なお，

価格は1セット220万円程度と高価

であるが,標準セットで100～150万

円程度になる見込みである。

スギ・ヒノキ複層林の施業上の

問題点

林試・四国支場安藤貴

山林No.1198

1984年3月p.4～10

「単層林から複層林への移行一

スギ・ヒノキ林内更新技術の基礎」

（本誌2月号）の続編である。

ここでは，複層林の取扱いを誤

ると，こんなマイナス面も考えられ

るということを，最近とりまとめた

間伐試験の結果から，高品質材生産

を指向して複層林化をはかる場合の

間伐木の選木方法について述べてい

る。

まず，複層林施業では皆伐一斉林

施業以上に，林道や作業道など林業

基盤の整備が必要な旨を強調し，つ

いで，スギの場合不定枝の発生を防

ぐために著しい疎開をさけること，

林床植生の除去をさけ地力の維持を

図ることとし，最後に選木方法につ

いて詳しく述べている。立地条件の

よいところでは優勢木の利用間伐を

行い，当面の採算性の向上を図り，

適度な年輪幅をもった形質の良い立

木に将来を託し，立地条件の悪いと

ころでは，優勢木を利用径級に達し

たとして間伐すると残存木が利用径

級に達するのに著しく長期間を要す

るので，優勢木の間伐については慎

重な判断が必要である。

｢タンデックス⑧粒剤」について

S.D.S.バイオテックKK小村嘉彦

林業と薬剤No.86

1984年1月p.17～22

タンデックス粒剤は米国FMC社

によって創製された除草剤で，現在

スイスのチパガイギー社が製造して

おり，アメリカや西ドイツなどで鉄

道，パイプライン，排水路や送電線

下の抵抗性の強い雑草やかん木類の

防除に実用化されている。

日本では，昭和電工㈱によって，

昭和49年より「SR-9P｣(粒

剤）という試験番号で，各地林業研

究機関で実施してきた。ヒノキ造林

地の落葉かん木，1年生・多年生雑

草およびササ対象の下刈用薬剤とし

て農業登録され，また道路や鉄道等

の非農耕地に適用が拡大された。

以下，有効成分とその性状および

理化学的性質，安全性，作用特性，

使用方法，試験事例，落葉樹の感受

性と効果の現れ方等について解説し

ている。通常の使用方法では，人畜

毒性には問題はなく，土域中での分

解は微生物などにより比較的速やか

で，その半減期は圃場では12～14

日程度である。

枝打専用鋸開発について

山下林業山下幸利

林経協月報No.270

1984年3月p.24～30

枝打ちによるボタン材の発生は，

枝打技能もさることながら，枝打刃

45

物の良否が大きいと考え，枝打専用

鋸を開発した。

これは，バックテーパー加工（ア

サリなし）で,猫挽刃に,縦挽刃が加

わった，従来と遮った特長をもち，

巻込経過を挽割り検討した結果，き

わめて良い成果が認められた。テー

パー，プラス，改良刃（縦挽総造

刃）を対照的に入れ，複雑な枝隆木

目をスムースに滑らかに仕上げられ

るよう，縦横両刃の配腫バランスと

性能向上をはかった。

以下，開発ポインl､，枝打部位と

枝打作業，確実性の高い枝打ち，ボ

タン材発生原因と鋸打作業対策，枝

打切口の基本的な考え方等が解説さ

れている。

有珠山噴火から6年を経て－

森林被害と植生の推移

林試・北海道支場豊岡洪

林業試験場場報No.235

1984年2月p.6～8

有珠山の爆発(1977年8月）から

6年を経過した。当時噴出した火山

灰にまみれ，火山砂礫にうたれてさ

んたんたる状況下にあった有珠山

と，その周辺の森林は，いまだに傷

跡をとどめているものの徐々に緑は

回復しつつある。

今までの調査記録にもとづいて，

有珠山国有林地域における森林被害

と林床植生の推移が述べられてい

る。

○紙野伸二：特集／林諜譜及制

度の再検討一林業普及制度

の軌跡と課題

林業経済No.424

1984年2月p.1～9

林業技術No.5051984.4
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第39回通常総会の開催および関係行事のお知らせ

総会ならびに関係行事を下記のとおり開催いたしますので，ご出席下さるようご案内申

し上げます。

記

行 事 会 場

5月31日qく）10.00～12.00

12.00～14.00

支部幹事打合会

支部幹事懇談会

日林協5階会議室
〃

◎調査部関係業務

1.3月1～2日，岸和田市において

泉州・紀北地域総合整術計画調査

の現地検討委員会を開催した。

2.3月5日，大規模林業総合整備調

査にかかわる磯能分類調査の委員

会を開催した。

3.3月7日,名古屋営林局において，

愛知県佐布里水源の森調査の委員

会を開催した。

4.3月12日，残置森林保全制度澗

査の委員会を開催した。

5.3月19日，大阪市において，泉

州・紀北地域総合整備計画調査の

委員会を開催した。

6.3月23日，林野火災拡大危険区

域の予測調査ならびに異常乾燥強

風下における林野火災対策に関す

る調査の委員会を開催した。

7.3月28日，京都市において，京

阪奈地域総合整備計画澗査ならび

に丹後地域開発計画調査の委員会

を開催した。

◎調査研究部関係業務

1.3月15日,本会会議室において，

水源地森林機能研究会第4回委員

会を開催した。

2.3月15日,岩手大学において,大

川流域水源かん養機能澗査委員会

を開催した。

3.3月16日,本会会議室において，

特用林産物等委託調査（木炭）の

委員会を開催した。

4.3月19日,熊本営林局において，

南九州における広葉樹林の森林施

業についての委員会を開催した。

◎常務理事会

昭和58年度第4回常務理事会を

次のとおり開催した。

日時：3月21日（水）11時より

場所：日林協会議室

議案：会務運営について

猪野理事長より詳細説明

◎海外派遣

国際協力事業団の依頼により，ペ

ルー国アマゾン林業開発現地実証調

査にかかわる長期調査員として，松

井顧問を4月6日～5月4日までペ

ルー国へ派遣した。

◎タイ国王室林野局次長来会

3月30日，タイ国王室林野局次

長チャムニー氏が日林協を訪問，コ

ンピューター，オルソフォトD-300

等の施設を視察された。

◎台湾省林務局長来会

3月14日，台湾省林務局長許啓

祐氏，同局秘書陳阿興氏が来会，日

台両国の林業事情等について種々懇

談された。

昭和59年4月10日発行
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13.00～16.00

第30回林業技術コンテスト

コンテスト参加者都内見物

理事会

第30回林業技術蹴受賀者の表彰

第17回林業技術奨励賞受賞者の表彰

第30回林業技術コンテスト受賞者の表彰

永年勤続職員の表彰

第39回通常総会

日林協5階会議室
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森林整備計画制度の発足に伴い、内容を一新・充実ノ
ﾛ凸一一一。●一一一一

噂

蘭
■
日
日

麺雛評霞

林野庁計画課監修B6判上製.1,100頁3,800円（〒300)

市町村・都道府県林業担当者をはじめ、すべての林業関係者の机上にこの1冊を.／
森林法の一・部改正によって緑林路備計i'm制度が導入されたことに伴い、新たに施行された森林整備計画

制度関連の政省令及び諾通達、前Imの改訂時以降に改正等がなされた森卜備l･i山関連諸法令等を収録し、
内容を一新・充実させて、ここにl:ﾘ行./すべての林業関係満はこの1冊をおそなえドさい。

－林業経済研究入門一
鈴木尚夫編著A5判上製420頁3,000円（〒300)
戦後40年にわたって撚恢された林業経済研究の成果を、各専門分野の開拓荷であり|現在も研究の猿1線
で指導的な添躍をしている惟威,荷11氏が執縦”地代論から'|擁力諭などのJ催礎理論をはじめ森林環境効

果の分析、森林組合から木材I|7場論まで、II水林業にかかわる恨枠的な分野を理論的に解明した画期的

なもの。潔生諭氏の必読識であるとともに、林政狐当謝にとっても、今後の脂針を得るための好一静である

林道規程一解説とその運用一 完全復刻吉野林業全書
土倉怖造監修箱入6,000円〒300

山林王土倉)･に独燗が先成した杉楠械戦法の全てを懇切

な解説、流腿なｲTIIMII'iで柵成した同jlドの現代語訳

(社）日本図書館協会選定図書

日本林道協会<改訂版>2,200円〒300
本年6月の一部改正を契機として改訂聡補した股新版／
新たに附則として定められた条項の解説を加えたほ力．、
一部改賑の艤維と主旨、関連通達の全文も収録。

艤茄補助･融資･税制全科
林野庁監修2,'300円〒250
〈58年度解説増補版付＞

林裟・林雛龍に側する1割の補助．舳盗及び税制上の柵
例措繊は全て雛り込まれている．

現代林業入門
筒井辿夫監修新書判1,000円〒250
現代の林業を担う人々のために／実務的、蟠礎的知
搬を各分野の専門家2()人が、新しい観点と般新の盗料
をもとに、わかりやすく簡潔にまとめたユニークな.灘

《改訂普及版》間伐のすべて 日本の択伐
一生産から搬出･加工･販売まて嬉一 大金永諭細蒋2,000円〒250
坂口勝美臘修1,800円〒250各地の伝統的なすぐれた択伐林継営の実践例を'l'心に、

、写爽やI質lで択伐の技術、哩諭のl'li而を明らかにした。
現場の人達にもわかり易い、権威者による平易な解説。

本書は従来なかった川上から川-ドまでの一災した箸述。

立木幹材積表
標準功程表と立木評価’’200円〒250東日本編

梅田･辻･井上綱著1,800円〒250西日本編1,500円〒250
林野庁計画課細全国の伐li:I事業の標准Iご朧表のII!から普遍性の満いも

のを作業工程別に選び図化し、具体例をもって解説。我が国立木幹材械表の雌高椛威版。

淵日本林業調査会
〒162束京都新宿区市谷本村町28振替東京6-98120a(03)269-3911番
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竹内亮著
A5W250P/Y1800〒'250|蕊麓耀総’ |林道設計崎刷〕｜新書判234P/Y1500〒200

夏目正薪

総拠／休迩の榊造′,蝿|・施1：、I封；dlf;傍の取扱い
方〃､1噸の検侮休j位の靴排修辮付録林道蝋纈・
1‘ド通繊i;1･間例・林道“予繼m1-M1|肥,仙例･IT.jf什様I11@
im･II1I線測,役補助表(R==1)･曲線測,i"II助疑(T・R
－1）縦断曲線部の距離修正係数炎

|赫獅雛甑〔2帥｜新灘判126P/¥1200〒200
スギ、ヒノキ、アカマツ、カラマツの一殺林分密度
橘･卵図をカラーーで収め．くいる“林分の密座需理とは／
密庇怖理と林ｲこの4k民および唯産林の特徴÷密鹿些躯
峰の法則林分密腿答魂l･瓢の柵成堂その他い方′仲介
密度諦理図と密j"W1!

|魂蕊郷翻街聯1片岡寛純著
昭和59年度日本林学賞受賞./A5判135P/¥2800〒250
ブナ林“生態系を詳しく破壊することなく、迅速、
i職嬉な更新を途成する方法として、天然下徹で発雄し
た前生碓幼樹による緋伐唾緋を想定し、この璽新な法
を前鎚としたプｰﾄ林保続の'ir能雛について検討をおこ
なった．写“図を多数そみえている。

|翻曜唾彰諺鋪溌’仰木重蔵菩
-A5'ﾘ212P/¥1500〒250

広い分野にわたる蝋議なデータをあげて詳述した労
作で、杵荷独特の刎迩が随所にみちれ、企lllli･設iil･jf
ならびに企業背はもとより、一般の人びとにもおすす
めしたい好薪である。

393徳を逃ぴ、熊の兇かけ｜殆の形によって分W{配列し
た鱸形図と、これわに対応十る記叔虻かみ成り、学名
索リ1，WI1名索ﾘIをそえている

|誌赫調毒講説1木梨謙吉著
A5判660P/¥6000〒300

喋林や苗畑、掛諏試験、育繩など、すべての部門に
わたる調究実例にもとづいて杉え方とil･禅測ilおよが
分析結果を与えている。また帖俄菱や細I)炎．収撰圭
に関する検討、快打・間伐など神黙への火験iWI･噸法の
応用と老嬢、森林洲姦における功伴‘炎をまとめている

詳

筒井迪夫緬著
判350P/Y4000〒300

する森林保全の棚

|森赫擦掻詳説’
A5

、嫌網采全とは何か／自然災.,噂に対する森林保全の棚
避／社会的災審に対する嚥休{采全の柵造／娠林傑全の
ための金融、財雌仙庇／撫林保全の現代的愈義/'地〃
行政における‘探林保全行政の大喫／職林保全と性鮎迩織

|森械の鎚翻蝿’芝本武夫著
A5IMI142P/¥2000〒250

森林土塊（13節／34戦).肥料（12節38噸)､排地肥
端（3節／13頭)､索引（和欧流）から成り、冗艮にわ
たることをさけて推本と応剛について解脱した近来に
ない名糟:であるへ

〒105束京都港区新橋5-33皇2農林出版株式会社…振替東京剛0543番電話03(43伽609湖22
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光波測距儀サベイヤーAD-Iは平板上の測量及び一般土木･建設･林野

等のいろいろな分野の測量を含め､経済的､迅速且つ正確にキャッチする
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●超小型・軽量コンパクト

世界最小でEDM(光波測距縦）としての機能を

備えた、軽逓コンパクトで手のひらにのる超小

型設計です。

●バーチカルセンサー(鉛直角自動検出装置）
内蔵

センサーを内蔵している為、従来の斜距離の外

にワンタッチで水平距離、比商、及び鉛直角が

読みとれます。
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米国ベンチマーク社総販売元、

囮株式会社老もと
本社東京都新宿区新宿2-7-1〒I60
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タマヤいう。ラニクス〃シリーズは、

どんな複雑な|渕形て．もその輪郭を

なぞるだけで、l"機を簡iliに測定

することがて．きます。

プラニクス7は､聯川LSIにより多

くの機能を術えたフ"ラニクスシリ

ーズの祷i級モデルです。

■専用LSIによるコンパクト設計

■単位や縮尺のわずらわしい計算が不要

■豊富な選択単位(cm<Inz､km2､in2,ft2､acre)

■メモリー機構により縮尺と単位の保臓

■測定値がオーバーフローしても、上位単位

へ自動シフト

垂測定精度を高める平均値測定が可能

■大きな図形の測定に便利な累綴測定が可能

■AC･DCの2電源方式

■省エネ設計のバワーセーブ機能

あらゆる面積測定をクリヤーするタマヤ"プラニクス,シlトズ､

便利なプリンター機撒付

PLANIXIO¥148,000
<W川木製収納ケース､ACアダ.プダー.111紙3本付）

実用性を追求したスタンダードモデル

PLANIX6¥59,000
(蝿11プラスチック収納ケース､ACアダプター1．1.）

ポーラタイプのｽﾀﾝﾀ迄ドモデル

PLANIX5¥49,000

(仰川ブﾗｽﾁー ﾝｸ収納ケース.ACアダプターf,！）
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g~UAM/AMA雪鳶重篭鰯§翻…1(ft)●カタロク令･茨*:l･,IIli*は，

､11社まて，ハガキか雌IIIIi(ふてご迎絲くだきい。
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泳業雄にのこる土“漆の薬大域bEJSJのイ〆－ジを変え，

わが国の森献士輔の全てかわかる.／ 新たな識勿純妙を紡ぐ走査電鐡写蕊蕊。

日本の森林土壌壼蕊菫木材の構造
林野庁監修一国産材から輸入材まで－
『日本の森林土壌』編集委員会編集 佐伯浩著(京都大学助教授・農博）
B5判/706頁／上製本(函入)/カラー口絵(土 B5変/228頁／上製本(函入）
壌断面写真)／日本の森林土壌分布図．付 、定価4SOo円（〒350)
●定価1Sロロロ円（〒450)
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日本林業技術協会発行社団法人

●ご注文は直接当協会事業部へどうぞ 〒102束京都千代田区六番町7電話(03)26I-5281振替東京3-60448
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